
- 153 - 

  議 事 日 程 第 ４ 号 

 

平成２７年３月３日（火）午前１０時開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  本日の会議に付した事件 

 

議事日程第４号と同じ 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

  出欠議員氏名 

出席議員（２１名） 

 １番 木  村  芳  浩 議員  ２番 相  田  克  平 議員 

 ３番 髙  橋  嘉  門 議員  ４番 佐  藤  弘  司 議員 

 ５番 山  田  富 佐 子 議員  ６番 山  村     明 議員 

 ７番 鈴  木  章  郎 議員  ８番 高  橋     壽 議員 

１０番 佐  藤  忠  次 議員 １２番 堤     郁  雄 議員 

１３番 工  藤  正  雄 議員 １４番 齋  藤  千 惠 子 議員 

１５番 島  軒  純  一 議員 １６番 海 老 名     悟 議員 

１８番 相  田  光  照 議員 １９番 中  村  圭  介 議員 

２０番 小  島  卓  二 議員 ２１番 佐  藤      議員 

２２番 髙  橋  義  和 議員 ２３番 小 久 保  広  信 議員 

２４番 我  妻  德  雄 議員    

 

欠席議員（なし） 

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 



- 154 - 

   出席要求による出席者職氏名 

市 長 安 部 三十郎  副 市 長 小 林 正 夫 

総 務 部 長 須 佐 達 朗  企画調整部長 山 口 昇 一 

市民環境部長 赤 木 義 信  健康福祉部長 菅 野 智 幸 

産 業 部 長 夛 田 美佐雄  建 設 部 長 細 谷 圭 一 

会 計 管 理 者 神 田   仁  総 務 課 長 菅 野 紀 生 

財 政 課 長 後 藤 利 明  総合政策課長 我 妻 秀 彰 

水 道 部 長 加 藤 吉 宏  病院事業管理者 芦 川 紘 一 

市 立 病 院 
事 務 局 長 

加 藤 智 幸  
教 育 委 員 会 
委 員 長 

髙 橋 英 機 

教 育 長 原   邦 雄  教育管理部長 船 山 弘 行 

教育指導部長 土 屋   宏  
農業委員会会長 
職 務 代 理 者 

佐藤 庄左エ門 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

髙 橋 寿 一  
選挙管理委員会 
委 員 長 

小 林   栄 

選挙管理委員会 

事 務 局 長 
生 田 英 紀  代表監査委員 大 澤 悦 範 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

宇津江 俊 夫    

 

        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

   出席した事務局職員職氏名 

事 務 局 長 近 野 長 美  事 務 局 次 長 高 野 正 雄 

庶 務 係 長 金 子 いく子  議事調査係長 青 木 重 雄 

主 査 堤     治  主 任 我 妻 政 仁 

 
        ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 



- 155 - 

 午前１０時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員21名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第４号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○島軒純一議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可します。 

  一つ、生活困窮者並びに生活保護自立支援事業

について、23番小久保広信議員。 

  〔２３番小久保広信議員登壇〕（拍手） 

○２３番（小久保広信議員） おはようございます。 

  ３月定例会一般質問のトップを務めます市政ク

ラブの小久保です。今回で32回目の一般質問に

なります。朝一番で当局の皆さんもお疲れでは

ないと思いますので、実のある答弁をお願いし

て、質問に入りたいと思います。 

  私の今回の質問は、生活困窮者並びに生活保護

自立支援事業についてです。 

  本市の生活困窮者自立事業について、平成27年

度当初予算重点事業等説明書では、１つとして、

自立相談支援事業として包括的かつ継続的な支

援を行う、２つ目として、住居確保給付金で家

賃費用の有期給付、３つ目として、就労準備支

援事業で就労困難者に就労に向けた訓練を行う、

４つ目として、子供の学習支援事業として子供

への学習や保護者への助言を行うとしています

が、具体的にはどう進められるのかお伺いいた

します。 

  また、生活保護者の自立支援に向けた取り組み

はどうなるのかお伺いをいたします。 

  釧路市では生活保護自立支援プログラムを平成

15年度から17年度まで国の申し入れでモデル事

業を行っています。その中で、第三者機関とし

て８割が役所以外の外部有識者によるワーキン

ググループをつくり、プログラム内容などの検

討とその実施、その後の検証を行っています。

このワーキンググループ会議で、ケースワーカ

ーからの視点だけではなく、第三者の視点や評

価が重要なことが明らかになっています。 

  生活課題に問題を抱えている人へのアプローチ

を点検からの発想や提案を「ステップを設ける

考えはよいが、当事者みずからが取り組む動機

づけにつながらない手法である」「自尊感情の

回復につながるステップでなければ支持されず、

スタート最初からつまずいてしまう」といった

指摘がなされ、「福祉事務所からの思惑や発想

であることがそもそも問題である」と言われた

とのことでした。 

  本市の自立支援に向けた事業を取り組むに当た

って、第三者の意見を含めた検討がなされたの

かお伺いいたします。 

  今までの生活保護行政は、支援ではなく指導・

管理・監督が主になっていましたが、自立支援

に向けた取り組みには今までのケースワークか

らマネジメントに支援をステップさせていく必

要があります。 

  困難を抱えた生活者としての世帯と制度運用者

としてのケースワーカーが同じ課題に向き合っ

ても、見えている視点や関心事が違うためにギ

ャップが生じます。それを防ぐには、正しい情

報をわかりやすく世帯に届けることが重要です。

情報の共有のためには、行政側と当事者の共同

作業によって信頼関係をつくったり、お互い足

らざるをところを知ったりすること、何よりニ

ーズをつかむことが大切です。そのための取り

組みを本市はどのように考えておられるのかお

伺いをいたします。 

  釧路市では、経済的自立、社会生活自立、日常

生活自立、その他の４系統25のメニューの自立

支援プログラムを策定しています。１つの事例
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を紹介しますと、母子家庭の自立の中で介護ヘ

ルパー同行ボランティアがあり、最初はヘルパ

ーさんの指示で手伝いを行ってもらうものです

が、母子家庭は四六時中子供といる状況で、仕

事も探せない、預けるところがない、そういっ

た状況を変える必要があり、保育担当課と協議

をして、子供の一時預かり保育を行ってボラン

ティアの募集を行ったところ、26人が参加をし

ています。そのときの感想が、ヘルパーの中身

がわかった、ヘルパーさんに免許を取って一緒

にやろうと言われた、お年寄りにまた来てほし

いと言われた、久しぶりに褒められた、頼りに

されたというものでした。その結果、３人がヘ

ルパーの免許を取らせてほしいと来たとのこと

です。ほかの人にも聞いてみたところ、16人が

手を挙げ、３カ月後には免許を取得して12人が

就職し、残る４人も半年以内に就職したとのこ

とでした。現在は支援事業受託事業所として介

護事業所３カ所、ＮＰＯ法人２カ所、介護福祉

施設１カ所、教育訓練機関に支援事業実施委託、

連絡会議を設置しています。 

  このように、介護施設や障がい者施設などでの

ボランティア体験を積むことで、人に頼りにさ

れる、人に褒められるということが自分の存在

意義を認識させることにつながっています。お

手伝いのボランティア体験から、実際に同じ仕

事をする体験プログラムを経て資格取得につな

がり、就労につながっています。 

  本市の取り組みにこのような中間的就労とも言

うべきステップを設けることが必要であると考

えますが、当局のお考えをお伺いいたします。 

  最後に、子供の学習支援から居場所づくりにつ

いてお伺いいたします。 

  本市の生活困窮者自立支援でも、子供の学習支

援事業として、子供への学習や保護者への助言

を行うとしています。日々のケースワーカーの

家庭訪問等では直接子供と接することは難しく、

結局は親などを通じて間接的に話を聞いている

のが実態です。不登校、ひきこもり、高校中退、

中卒で働く子供たちの中に起きているもろもろ

の困難が、少なからずまた世帯の困難へと折り

重なっていきます。子供支援は、次世代育成と

いう時流的な意義や母親の自立条件の補完と考

える問題ではなく、子供独自の自立問題として

大事な事柄です。しかも子供支援の具体化は簡

単ではありません。 

  釧路市では、中学生の子を持つ被保護母子世帯

では学力や進学に関する悩みが圧倒的に多く、

また６割の親は高校までの進学を望み、それ以

上を望む親も２割を超える一方で、生活保護世

帯の生活基盤は脆弱です。子供の学習意欲を育

み学習環境を整える面では、決定的に困難を抱

え、学習塾などの習い事に通っているケースが

皆無に近い実態が被保護世帯の子供の学力や進

学に大きく影響し、不登校やいじめ、ひきこも

り、非行といったさまざまな問題に発展し、世

帯の自立を阻害し、貧困の連鎖につながってい

ます。 

  そこで、釧路市では、福祉事務所とＮＰＯ法人

とが一体感を醸成しながら取り組んでいます。

公助の一つである福祉事務所は、全体の責任・

公平・平等の役割を発揮しやすい反面、１人、

２人のためには動きにくい、一度決めたことは

修正しがたいところがあります。一方、ＮＰＯ

法人などの場合はその逆で、１人、２人のため

に動けるのが持ち味です。また、取り組みなが

らもふぐあいを随時に修正が図れます。明らか

に役割と性質が違う２つが共同して取り組めた

のは、お互いが単独でできることではないこと

を知っていて相手を必要としている、利用価値

ではなくコミュニケーションの価値を求めてい

たからだと報告されています。 

  そして、ＮＰＯ法人が共助でつくる新しい地域

福祉を探ろうとしていましたし、一緒に昼食を

食べる、遊ぶといった要素もあり、またたくさ

ん話を聞いてくれ、提案するとすぐやろうとな
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る「すぐそばの実現」と子供たちが言うような

運営スタイルがあったと言われています。行政

が行ったのでは実現しないちょっとした日常の

希望をすぐかなえるという子供のニーズをつか

んだＮＰＯの運営工夫の力が大きいものであっ

たと報告されています。 

  公助と自助が合わさって新たに生み出す共助は、

サービス供給の柔軟性と双方向性を創出するこ

とにつながり、共助を探ろうとした実践が「学

校でも、家でも、塾でも、教えてやるのでもな

い、子供の居場所づくり」につながったと言わ

れています。そうしたベースがあって、集う子

供と大人が向き合う関係ができていますと報告

されています。 

  本市の学習支援の取り組みも、単に学習支援だ

けではなく子供たちの居場所づくりが必要なの

ではないでしょうか。このような取り組みが必

要だと思いますが、当局の考えをお伺いし、壇

上からの質問といたします。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 小久保議員の御質問にお

答えいたします。 

  初めに、本市の生活困窮者自立支援事業の内容

についてであります。 

  まず、生活困窮者自立支援制度ですが、平成20

年のリーマンショック以降、景気の後退、国内

の雇用状況の変化などにより失業者が増加した

ことをきっかけに生活保護受給者が過去最高を

更新中であり、10年前と比較し、稼働年齢層と

考えられるその他の世帯が３倍強と増加してい

る現状であります。また、非正規雇用労働者数

にあっては26％から36.7％に、年収200万円以下

の給与所得者数にあっては18.4％から23.9％に

増加しております。本市におきましても、例外

なく生活保護受給者数は平成24年１月をピーク

に多少減少はしているものの、残念ながら保護

率は県内一で、稼働年齢層と考えられるその他

の世帯も増加している状況であります。 

  このような背景から、生活保護に至る前の段階

から早急に支援を行う第二のセーフティーネッ

トの構築が必要となり、平成27年４月１日より

生活困窮者自立支援法が施行され、生活保護に

至る前の生活困窮者に対しての新たな支援が開

始されることとなりました。なお、本市におき

ましては、施行に先立ち平成26年度からモデル

事業が採択され、本事業に取り組んでいるとこ

ろであります。 

  新年度から取り組む事業につきましては、モデ

ル事業で取り組んでまいりました事業、そして

国のメニュー事業で取り組んでまいりました事

業を継承していく内容となります。そこでは、

必須事業である「自立相談支援事業」と「住居

確保給付金事業」、そして任意事業であります

「就労準備支援事業」と「子どもの学習支援事

業」の４事業につきまして実施してまいります。 

  事業の内容ですが、まずモデル事業からの継続

事業であります「自立相談支援事業」は、生活

に不安や困り事を抱えている方の相談窓口を設

置しまして、専任の支援員が相談を受けながら

どのような支援が必要か相談者と一緒に考え、

具体的な支援プランを作成し、自立に向けた支

援を行っていくものです。 

  次に、「住居確保給付金事業」ですが、離職者

などの増加に伴い平成21年度から事業を実施し

ております。米沢市住宅支援給付事業を継承す

る事業で、離職などにより住居を失った方や失

うおそれの高い方に求職活動などを条件に一定

期間家賃相当額を支給するものであります。 

  次に、モデル事業からの継続事業であります

「就労準備支援事業」ですが、社会とのかかわ

りに不安がある、もしくはほかの人とのコミュ

ニケーションがうまくとれないなど直ちに就労

が困難な方に、一般就労に向けた基礎能力を養

いながら就労に向けた支援を行うものです。 

  次に、「子どもの学習支援事業」ですが、貧困
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の連鎖の防止を目的として平成24年10月から事

業を実施しており、子供の学習支援や日常的な

生活習慣、進学に関する支援、高校進学者の中

退防止に関する支援、子供と保護者の双方に必

要な支援を行うものであります。 

  このように、必須事業のみならず任意事業も取

り入れながら、積極的に生活困窮者が困窮状態

から早期に脱却し生活保護に至らないよう、御

本人の状況に応じた包括的かつ継続的な支援体

制を整えて事業を推進してまいります。 

  次に、第三者を含めた検討につきましては、高

齢、傷病、障がい、そして精神疾患などにより

就労できないとか、ひとり親世帯で生活維持が

できないとか、働きたくても働き口が探せない

などの理由により、最低限度の生活を維持でき

ないことから生活保護制度を活用することに至

った生活保護受給世帯は、現在でもそれぞれ多

くの問題を抱えておられます。従来までは担当

職員の個人的な努力や知識、経験に依存した自

立の援助を図っておりました。しかし、複合的

で多様な問題を抱えた方が多くなっている状況

から、自立に向けた支援が十分に行えなくなっ

てきております。 

  そこで、現在では、例えば高齢者世帯であれば

地域包括支援センターや居宅介護支援事業所な

ど、ひとり親世帯であれば学校、児童相談所や

保健師など、障がい者世帯であれば指定相談支

援事業所や更生相談所、傷病世帯であれば医療

施設や病院といった関係機関、そのほか内容に

より民生委員及び社会福祉事業者などの第三者

からの複数の意見を参考としながらそれぞれの

世帯の自立に向けた支援を行っているところで

あります。 

  また、稼働能力がある被保護者に対する就労支

援に向けた取り組みについてですが、従来まで

は公共職業安定所での求職活動の勧奨を図って

おりました。しかし、平成21年度より専任の就

労支援員を１名配置し、就労意欲の喚起、履歴

書の書き方や面接の受け方の助言や指導、さら

には公共職業安定所への同行訪問を実施してお

ります。その結果ですが、平成25年度の実績に

つきましては、支援対象者43名のうち３割に当

たる14名が就職を決め、５名の方が生活保護廃

止となっております。 

  なお、求人情報などの収集や提供につきまして

は、公共職業安定所の就職支援ナビゲーターや

有料職業紹介事業を営む民間企業と連携を密に

し、御本人の意向を尊重しながら就労支援を実

施しているところであります。 

  次に、ケースワークからマネジメントの支援へ

の取り組みについてであります。 

  支援をステップアップさせていく取り組みにつ

きましては、ケースワーカーと被保護者との信

頼関係を構築していくことが重要であります。

そのためには双方が同じ視点で課題に向き合う

ことが重要と考えております。従前の管理・監

督・指導が主となる支援から、御本人の意思、

意向をできるだけ尊重し、自立に向けた援助を

主に行っていくものへと方針を転換しながら、

例えば稼働年齢層世帯にあっては、求められる

求人情報などをわかりやすく説明し、お互いに

情報を共有していかなければならないと考えて

おります。 

  生活保護受給世帯におきましては、例えば子供

が小さいので求職活動ができないとか、通院状

況により正規の勤務ができないとか、もしくは

求職活動を行っているが希望する職種がないと

か、このようにさまざまな自立阻害要因を抱え

ておられることが多く、自立を図る上でも御本

人の状況に合ったきめの細かい支援を行う必要

があると考えているところであります。このよ

うなことから、今まで以上の信頼関係の構築を

目指すべく対応してまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、中間的就労から自立への取り組みについ

てであります。 
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  現在の生活保護受給世帯への自立への取り組み

でありますが、基本的には公共職業安定所が主

催する就職面接や就職相談会、もしくはＮＰＯ

法人が主催する農業就労体験などへの参加を促

し、公共職業安定所の就職支援ナビゲーターと

相談しながら、できるだけ御本人の意向を尊重

しながら自立に向けた支援を図っております。 

  また、例えば生活保護受給者の中で障がいのあ

る方に対しましては、通常の企業に雇用される

ことが困難な場合が多いため、障がい福祉サー

ビスの一つである就労や生産活動などの機会の

提供によって、知識や能力の向上を図る就労継

続支援のＡ型やＢ型制度の利用を促進している

ところです。 

  最後に、子供の学習支援から居場所づくりにつ

いてであります。 

  生活保護世帯の４割は出身世帯でも生活保護経

験を持っており、このような生活保護における

貧困の連鎖が確認された調査結果を背景として、

本市では、貧困の連鎖を防止するため、平成24

年10月より「米沢市生活保護世帯子ども健全育

成支援事業」を実施しております。この事業に

より子供自身の学習環境や日常生活習慣の改善

を図るとともに、ケースワーカーがつかみ切れ

ない家庭の問題についても把握することが可能

となり、ケースワーカーとの連携により、その

世帯の自立に向けた支援活動にもつながってい

くものと考えております。 

  実施に当たりましては、児童教育、児童福祉に

見識のあるＮＰＯ法人に委託をしております。

家庭環境にさまざまな問題を抱えた世帯が多い

ことから、それに対応する意味でも、特定の場

所に通ったり集まったりするという形態よりも

個別家庭訪問による生活指導を含んだ学習指導

などを実施しているところです。 

  なお、実績ですが、平成24年度は、６世帯10名

を対象に、中学１年生２名、中学２年生３名、

中学３年生３名、高校１年生１名、そして無就

学１名に支援を行い、中学生全員が高校に進学

しております。平成25年度は、９世帯12名を対

象に、中学２年生３名、中学３年生５名、高校

１年生２名、高校３年生１名、無就学１名に支

援を行い、中学生全員が高校に進学しておりま

す。 

  なお、平成27年度におきましては、支援対象世

帯が生活保護受給世帯から生活困窮者世帯へも

拡大されることから、支援対象人数も増加して

実施することとしております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○２３番（小久保広信議員） 丁寧な御答弁ありが

とうございました。 

  今の御答弁を聞くと、何かケースワーカーさん

というのは非常にスーパーマン的な能力が求め

られるのかなというふうに思ったりするんです

が、時間がないので、１つだけ。 

  ボランティアとかそういった経験をすることで、

先ほど募集の話を出しましたけれども、単なる

相談会に行ったりハローワークへ行ったりとい

うことだけではなくて、そういう経験をしても

らう。そのことによって、自分はこういった能

力もあったんだというそういったことに気づい

て、そっちの就職をして自立をされているとい

うケースも報告をされておりますから、そうい

った中間的就労というものを考える必要がある

と思うんです。その点はもう一度いかがですか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 いわゆる中間的就労につ

きましては、現在、具体的な内容で私どものほ

うでは実施はしていないところでございます。

したがいまして、先ほど実際に行っている就労

支援ということで答弁をさせていただきました。 

  なお、今年度の４月１日から始まる生活保護制

度、新しい生活困窮者対策ということのメニュ

ーの一つなんですけれども、議員お述べのよう

な中間的就労といったものがございます。ただ、
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これ制度の中では、事業実施に際しましてまず

都道府県などが事業を認定する仕組みというこ

とで制度の仕組みづくりがなってございますの

で、そちらの制度の仕組みづくりがどのように

なるかということでその中身を検討しまして、

そちらのほう、就労支援につきましては対応し

ていきたいというふうに考えているところです。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○２３番（小久保広信議員） 釧路で視察に行って

見てきたんですが、釧路は国のモデル事業とし

てやっているんです。そういった中でこういっ

た中間的就労というのはとられているわけです

から、国のメニューの中にもきちっとそういっ

たものが出てくるだろうというように思います

し、ハローワーク、面接して試験受けても何回

も落ちてしまう。そうすると、中卒者もそうで

すけれども、自分に自信がなくなってしまうん

です。自分の存在意義が社会から必要ないんじ

ゃないかとそういった思いにとらわれてしまう。

そういった中で、じゃあもう一回頑張って就職

しましょうかという、１回生活保護にいってし

まうとなかなかその気持ちが持てないというケ

ースを知っておりますし、聞いております。や

はりそういった意味では、自分の存在意義、自

尊意識といいますか、そういったものを持たせ

るというためにもそういった中間的就労が必要

だと思います。その点については要望しておき

ます。 

  では、時間もないので、最後に子供の部分です

が、一人一人個別的に支援をするというのも必

要だと思うんですけれども、一方で、私にも来

ていますけれども、生活保護の子供たちの実態

というとなかなかつかめない部分、部長おっし

ゃるようにありますし、そして抱えている問題、

いろいろな問題を抱えています。そういった中

で、仲間づくりといいますか、先ほども言いま

したけれども、学校でもない、家でもない、塾

でもなくて、みんなが集えるところというのも

ある意味必要だというふうに思いますけれども、

現にそういったことをやらない。ＮＰＯ法人に

もお願いしてやっているわけですから、そのＮ

ＰＯ法人を使ってそういった居場所づくりとい

うのも必要だと思うんですけれども、その点は

いかがですか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 子供の学習支援、これに

つきましては、ただいま１回目の答弁で述べた

とおりでございます。形としてはそのようなこ

とで実施しておりますけれども、今議員お述べ

になりましたように、やはり仲間づくりといっ

た部分をどうしようかというところで、まず事

業を実施する前に検討した経過がございました。

やはり手法が２つあるなというふうな認識の中

で、私どもとしては、子供さんの学習支援とあ

わせてやはり背景にある家庭の方々の支援、そ

ういったものの状況もつかみながら、そちらの

ほうにも力を入れていかなければならないとい

うことで、まずは今回は個別にということで対

応していったところです。 

  今後につきましては、その仲間づくりといった

ところも、議員お述べのとおり、ＮＰＯ法人さ

んにもお力をおかりしながら、そういったとこ

ろまでも視野には入れていきたいというふうに

考えております。 

○島軒純一議長 小久保広信議員。 

○２３番（小久保広信議員） 仲間づくりだけでは

なく、いろいろな大人の人とかかわりを持つと

いうことも私は大切なことだと思います。親だ

けではなくて、ケースワーカーだけではなくて、

いろいろな人とかかわりを持って、その中で自

分の意識を高めていくといったそういったこと

も必要だと思いますので、その点は要望してお

きます。 

  時間がないので最後になりますが、釧路では、

高齢者だけ、年金生活というか、生活保護でい

いますと無年金者、年金がすごく少なくて生活
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できない方が対象になるわけですけれども、そ

ういった高齢者の方をじゃあ就労させますかと

いったら無理な話があるので、そういった高齢

者だけを集めて受け持つケースワーカーをつく

って、その一方でケースを減らしたケースワー

カーの人たちに自立支援を行ってもらっている

と、そういった事例が出ています。釧路の人は、

ケースワーカーと生活支援員の人と１ペアで250

世帯ぐらい持っている。片方は65世帯しか持っ

ていないとそういった中で、65世帯に自立支援

の指導を行っているとそういった状況がありま

すから、そういったケースワーカーの方の負担

を減らす意味でもそういったことができると思

うんですが、その点はいかがでしょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 いわゆる類型別に担当を

持ってはどうかというようなお話でございます。

ただ、やはり米沢におきましては地域ごとにさ

まざまな特性がございまして、もちろん今議員

がおっしゃられるように、高齢者だけの地域と

か、そうしたものがございます。やはり地域と

のかかわりということで、どうしても地域にお

きましては民生委員さんのお力をおかりしなが

らといったふうな実情もございますので、現在

のところ私どもとしては地域制をとっていると

いうふうなところでございます。 

○島軒純一議長 以上で23番小久保広信議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１０時３０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１０時３０分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、消防について外３点、８番高橋壽議員。 

  〔８番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

〇８番（高橋 壽議員） 私の質問は、１、消防団

の小型ポンプ積載用の軽トラックの導入につい

て、２、地盤沈下対策の課題における消雪用地

下水の利用と地下水の涵養策について、３、屋

根の雪おろしの事故対策について、４、東京電

力柏崎刈羽原発と山形県との協定と本市の対応

について、以上４点です。 

  最初の質問です。 

  消防団には消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ

付積載車、そして小型動力ポンプが配備されて

いますが、小型ポンプを載せる軽トラックは、

恐らくはそのほとんどが団員の個人所有で、火

災が発生した場合も含めて団員がポンプ庫に乗

りつけて小型ポンプを載せて現場に駆けつけて

いるのが現状ではないでしょうか。ところが、

最近では団員の多くの方が会社勤めということ

もあって、軽トラックを所有している団員が少

なくなってきています。 

  そこで、消防団では、個人所有の軽トラックで

はなく、米沢市で軽トラックを配備してほしい

と要望が出されています。周辺市町村でも配備

しているようです。まず、現状はどうなってい

るのか、その上で、米沢市ではこの要望につい

てどのようなお考えなのかお伺いをしたいと思

います。 

  次の質問です。 

  市街地の地盤沈下は消雪用地下水の過剰くみ上

げが原因としてきました。そして、その対策と

して、過剰くみ上げをしないようにしていくと

いうものです。しかし、対策としてはもう一つ、

「地下水を涵養すること」が必要ではないでし

ょうか。これまでも具体的な涵養策として、小

型の雨水浸透ます、公共施設の少し大型の浸透

ます、天童市などの大型の逆さ井戸と呼ばれる

大規模型のものを紹介して、普及するよう提案

をしてまいりました。米沢市の地下水対策協議

会でも補助金をつけて涵養施設の設置の普及を
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進めようとしてきたようです。ただし、普及し

ようとする装置や施設が具体的でないために、

果たしてどれだけ涵養施設が普及しているのか

というと、ほとんど普及してこなかったという

のが実態ではないでしょうか。 

  地盤沈下対策として「過剰くみ上げはしないよ

うに」と同時に、「地下水を涵養しましょう」

というキャンペーンを張る、そして具体的に過

剰くみ上げしないための装置の設置とあわせて

地下水を涵養するための装置を紹介し、市民の

皆さん方に提案していく必要があるのではない

でしょうか。 

  そこで伺います。地盤沈下対策としての地下水

の涵養策について、その必要性をどのように考

え、どのように進めていく考えがおありなのか

どうかお伺いをしたいというふうに思います。 

  次の質問です。 

  屋根の雪おろしの事故がふえています。ことし

の冬は死傷者も出ました。もはや事故を個人の

不注意あるいは個人の責任にとどめておくべき

ではありません。政策的な課題と捉えて対策を

とるべきと考えます。 

  県も市も屋根の雪おろしの事故を防止する策と

して、ヘルメットをつける、アンカーと命綱を

つけることと注意を喚起してきたかというふう

に思います。しかし、それでも事故が起きてい

るわけで、さらに対策を練る必要があるのだろ

うというふうに思います。 

  そこで提案いたしますが、１、屋根の雪おろし

をしなくてもいいモデル住宅を建てて紹介、普

及する。２、既存の住宅で屋根の雪おろしが必

要な場合は、県が実施する住宅リフォーム助成

制度の克雪の項目で雪おろしをしなくてもいい

ように改修をさらに進めていく。米沢市として

は克雪での改修の場合は上乗せ補助をして政策

誘導していく。３、新築住宅の場合は建築許可

要件に命綱をつける、あるいはアンカーをつけ

る、はしごを固定する金具など転落防止を義務

づける。４、雪おろし助成制度を利用する場合

の要件に転落防止策がとられていることを加え

る。また、アンカーをつけていない高齢者宅な

どには市が補助制度を創設し設置するなどを検

討していく必要があるというふうに考えます。

いかがお考えでしょうか。 

  最後の質問です。 

  自公政権は原発を再稼働しようとしています。

私は、原発は人類とは共存できない、原発は今

すぐ廃止すべきと考え、原発の再稼働には断固

反対をいたします。2011年3.11の東電福島第一、

第二原発事故は、原発が事故を起こせば、風向

き次第で濃度の高い低いはランダムに放射能で

日本全体が汚染されることが実証されました。

米沢市はたまたま風向きと地形の関係で放射能

の高濃度汚染には至らなかったものの、事故が

起これば放射能から個々の住民が自力で放射能

汚染から逃れることがいかに困難かということ

を認識したかというふうに思います。 

  東電柏崎刈羽原発は世界最大規模の原発集積地

です。これまでに何度も事故を起こしています。

特に、2007年の７月16日に発生した中越沖地震

では全ての原発が緊急停止しています。しかも

原発直下に活断層があることもはっきりしてい

ます。 

  この間、私は東電新潟柏崎刈羽原発の危険性を

認識し、米沢市としてもその対応を2012年の６

月議会、そして2013年の３月議会代表質問、９

月議会で指摘をし、東電と刈羽原発に何らかの

事故が発生した場合、速やかにその情報が得ら

れるルートをまずつくること。そのためには、

東電との間で最低限の対策として新潟県下自治

体が、この間、東電との間で締結してきた安全

保障協定を、立地周辺自治体から、新潟県では

現在では全ての自治体に広がったわけですけれ

ども、新潟県下にとどまらず隣県の山形県下の

自治体、特に置賜地域の自治体と締結する必要

があると指摘してまいりました。 
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  私は新潟柏崎刈羽原発も再稼働すべきではない

と考えるものですが、少なくとも「徹底した情

報開示」と、事故が起こったときに「市民の危

険回避の対策をするにはいかに正確な情報を迅

速に得るか」、このことを私は現実的な課題と

して捉えておく必要があるというふうに思いま

す。そのためには東電との間で安全保障協定を

締結すべきと考えております。 

  そこでお伺いいたしますが、２月９日に山形県

が東電との間でこの件に関して覚書を交わした

との新聞報道がありましたが、それはどういう

ものなのか、そして米沢市はこの山形県の東電

との覚書に対してどのように考えているのかお

伺いをしたいというふうに思います。 

  以上、４点を質問いたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの高橋壽議員の御質問

にお答えをいたします。 

  私からは、東京電力柏崎刈羽原発と山形県の協

定と本市の対応についてお答えします。その他

につきましては部長よりお答えします。 

  まず、先月９日に山形県が東京電力と締結いた

しました覚書についてですが、県は、福島第一

原子力発電所事故を踏まえ、平成24年３月に県

の地域防災計画に原子力災害対策計画を新たに

盛り込み、隣県の原子力発電所において事故が

発生した際の活動基準の明確化を図りました。

計画の実効性確保のためには原子力発電所の事

故の情報をいち早く把握することが極めて重要

であることから、平成26年10月に東北電力と締

結したのに続き、情報連絡に係る覚書を締結し

たものです。 

  対象となる原子力発電所は福島第一、福島第二

及び柏崎刈羽原子力発電所で、覚書の内容は、

例えば立地県で震度６弱の発生、敷地境界の放

射線上昇、原子炉の停止失敗など、原子力災害

対策指針に規定する緊急事態の通報のほか、放

射性物質の管理区域外への漏えい、原子炉施設

の故障等による運転停止、発電所敷地内での火

災の発生など、原子力災害対策指針に該当しな

いトラブル等の通報を東京電力から求めるもの

です。また、平常時においては県と東京電力の

実務担当者による連絡会を定期的に開催し、相

互連携の強化を図るもので、必要があれば県が

指定する市町村の職員も参加することができる

ことになっています。 

  このたびの県の協定により、東京電力からの情

報入手ルートが確立され、県から市町村、消防、

関係機関に対し情報連絡が速やかに行われる体

制が整備されました。本市の場合も有事の際に

何らかの被害が想定されますので、刈羽原発か

ら140キロ離れている点から、市として別に協定

を結ぶのではなく、県との連携を密にして情報

を速やかに入手する方法をとりたいと考えてい

ます。 

  また、住民に対しては正確な情報を迅速に伝達

するため通信連絡体制の整備が必要となります

が、現在、同報系防災行政無線の整備を行って

おり、エリアメール、ＦＭラジオ、ケーブルテ

レビのＬ字放送、広報車などの伝達手段とあわ

せ、さまざまな年代の方に対して速やかに緊急

情報が伝えられるよう努めています。 

  避難の対応につきましては、平成24年９月議会

において県の屋内退避マニュアルを重視すると

の考えを申し上げておりましたが、屋内退避だ

けでは済まない場合、つまり市町村の区域を越

えた広域避難を要する必要が生じた場合には、

県が必要に応じて避難先、移動手段、移動経路

等の広域避難に関する事項について調整を行う

こととしています。 

  しかしながら、市民の安全に対して直接責任を

有するのは市ですので、情報だけではなく、実

際的な避難誘導に対しても県との連絡を図りな

がら対策に努めていかなくてはならないと考え

ております。 
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  私からは以上です。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

  〔須佐達朗総務部長登壇〕 

○須佐達朗総務部長 私からは、１の小型ポンプ積

載用の軽トラックの導入要望について、現状を

含めお答えいたします。 

  現在、米沢市消防団に配備されている消防車両

でありますが、団本部車が１台、消防ポンプ自

動車、これが８台、小型動力ポンプ付積載車、

これが21台、合計で30台となっております。こ

のほか、小型動力ポンプにつきましては84台あ

りますが、この小型動力ポンプについては消防

団員所有の軽トラックで運搬等をしていただい

ているところであります。 

  消防団には950名ほどの団員がおります。その

団員の就労形態としては、御指摘のとおり、企

業にお勤めの方がほとんどでありまして、サラ

リーマン化が進み、農業などの自営業を営んで

いる方が少ない状況となっております。そのた

め、昨今、軽トラックを所有されている方が少

なくなってきておりまして、小型動力ポンプを

運搬するのに必要な軽トラックの確保が実は課

題となっているところでございます。 

  置賜管内におきましても、軽トラックの導入に

ついて検討している団体があります。例えば、

長井市では２カ年にわたり導入を予定している

と聞いております。南陽市でも軽トラックの増

台、それから普通積載車から軽の積載車に移行

を検討していると伺っているところでございま

す。 

  本市においては、昭和50年代の小型動力ポンプ

については年次計画により２台ずつ更新してお

ります。消防車両においては25年以上経過する

車両を対象としているところであります。 

  今後、消防団の車両などにつきましては、消防

団長を初め消防団本部と協議をしながら、軽ト

ラック導入だけでなく消防車両や小型動力ポン

プを含む更新計画について、消防団組織の編成

の見直しも念頭に置きながら総合的な見直しを

図っていく必要があると考えているところでご

ざいます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 赤木市民環境部長。 

  〔赤木義信市民環境部長登壇〕 

○赤木義信市民環境部長 私からは、地盤沈下対策

の課題における消雪用地下水の利用と地下水の

涵養策についてお答えいたします。 

  初めに、本市の地盤沈下の現状を御説明いたし

ます。本市では昭和49年から水準測量を毎年実

施してきておりますが、今年度の実施結果によ

りますと、昭和49年からの累積沈下量が最も大

きいのは門東町１丁目１番の374ミリメートルで

あり、また最近５年間で最も大きいところでは

金池８丁目１番で138ミリメートルという結果で

ありました。全体的に見ますと地盤沈下量自体

は鎮静化している傾向にありますが、現在も少

しずつではありますが進行しておりまして、そ

の原因としましては、地下水の過剰揚水、舗装

等に伴う自然涵養面積の減少、脆弱な地盤など

が考えられます。その中でも地下水の過剰揚水

が大きな原因であると認識しているところであ

ります。 

  地下水の適正な利用につきましては、米沢地区

地下水利用対策協議会と連携しながら、広報よ

ねざわやメディアなどを活用し啓発に努めてい

るところでありまして、今後も引き続き取り組

んでいきたいと考えておりますが、対策の効果

が出るまでには時間を要することに加え、市民

一人一人の地下水の適正利用の意識をいかに浸

透させていくかが課題であると考えております。 

  地下水量をふやすことが可能な人工涵養は地盤

沈下対策として非常に有効であることは認識し

ているところでありますが、人工涵養につきま

しては、これまでも答弁してきましたように、

地域における揚水量、地質、地表水や地下水の

循環系統の把握が必要であり、また有害物が混
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入しますと広範囲の地下水や土壌汚染への影響

も懸念されることから、課題も多いと考えてお

ります。 

  しかしながら、本市としましても地盤沈下対策

は喫緊の課題であり、さらに実効性のあるもの

にしていく必要性から、事業者と有識者や関係

機関、市や県の行政によるいわゆる産学官と市

民が連携し一体となった取り組みを実現すべく、

現在、その体制づくりについて関係機関と調整

しているところであります。人工涵養策につき

ましてもその中で検討してまいりたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私からは、３の屋根の雪おろ

しの事故対策について申し上げます。 

  初めに、モデル住宅を製作し普及していく必要

があるのではないかについてですが、現在、ハ

ウスメーカー各社において、雪おろしをしなく

てもよいさまざまな住宅が、モデルハウスそし

てホームページや広告などで紹介されていると

ころであります。本市においても、ハウスメー

カー数社がモデル住宅を建設しております。ど

なたでも見学することが可能となっております

ので、十分に検討できるものと判断しておりま

す。 

  また、本市の建築住宅課におきましては、やま

がたゆきみらい推進機構が作成しました「特別

豪雪地帯で住宅を新築される方へ」のチラシな

ども窓口に準備し、相談等に対応しているとこ

ろです。このため、本市といたしましては、今

後、このようなモデル住宅の紹介や相談窓口を

開設するなど、市民の対応に努めてまいりたい

と考えております。 

  次に、山形県で実施している住宅リフォーム総

合支援事業に、克雪に対する本市としても上乗

せを行い、積極的にフックなどの安全装置をつ

けられるようにすべきではないかについてです

が、このリフォーム事業を利用されて克雪化工

事を実施した件数についてですが、平成25年度

は59件、今年度は50件になっております。この

中で一番多いのは雪どめの設置を行う工事や固

定式はしごを設置する工事など、雪おろし作業

の安全性を確保するための工事となっておりま

す。 

  今後とも命綱などを固定する金具の設置、固定

式はしごの設置などについては、広報やパンフ

レット等で御紹介をしていくことで安全性の確

保に努めていきたいと考えておりますので、本

市の上乗せについては、今のところ財政的にも

厳しい状況にあることから難しいものと考えて

おります。 

  次に、安全対策について建築確認申請の際に義

務化させることについてですが、現在の建築基

準法上、規定されている以外のことについて義

務化することはできない状況であります。しか

しながら、議員仰せのとおり雪おろし時の安全

対策は大変重要なことでありますので、安全対

策に関するパンフレット等を建築確認申請の際

に配布をしたり、また民間の建設業者等に新築

の工事等を受注した場合、安全対策についての

御提案もしていただけるよう建設業協会等に御

協力をお願いするなど、本市としましても少し

でも市民の安全に寄与できるよう取り組んでま

いりたいと考えております。 

  あと、最後の屋根改修をする場合に転落防止策

を条件に付与すべきではないかについてですが、

住宅リフォーム総合支援事業につきましては山

形県で実施しておりますので、県のほうと協議、

調整を行う必要があるのではないかと考えてお

ります。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 高橋壽議員。 

〇８番（高橋 壽議員） それでは、今、最後に答
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弁のありました雪おろしの事故の問題ですけれ

ども、今までさまざま事業でさっきありました

ように住宅リフォーム制度などを利用してやら

れてきたわけですけれども、さらに政策誘導し

て、平成25年59件、それから平成26年50件やら

れたというところを、数をふやしていくという

策をどうやってやるかというところにやはり心

を使う必要があると思うんです。ここから50件

で十分なのかというと十分でないということを

私はあるというふうに思うので、今の上乗せ補

助が難しいとしたら、別な方法、チラシ、パン

フレットというお話がありましたけれども、そ

れも含めてもう少し御検討いただきたいという

ふうに思います。 

  それで、屋根の雪おろしのほうの補助制度とい

うのがありますね。社会福祉課のほうでありま

すけれども、例えば業者の方が屋根の雪おろし

で行ったと。そうしたら、実際上ってみようと

思ったらアンカーがないと、命綱がつけられな

いという場合が結構あるわけです。せっかく補

助制度をつくって実際使おうと思って、それも

プロの方が行ったら、命綱をつけるアンカーが

ないという場合はどうするのかという話ですね。

だから、少なくとも社会福祉課でやっている屋

根の雪おろしの補助制度を使うという場合は、

最初からアンカーをつけてもらうということを

条件に付す。そして、それに対してお金がかか

るのであれば、それは何らかの補助制度をつく

って高齢者宅に補助制度でつけてもらうという

ことをやらなければ、せっかく専門家が行って

も、それ安全確保というところでは万全の体制

とは言えないわけですね。だから、そこは検討

を今後お願いしたいというふうに思います。と

にかく命綱をつけようといってもアンカーがな

いというところが結構私はあるというふうに思

います。そこをどうやってしっかりやるかとい

うところをもう少し御検討いただきたいという

ふうに思います。 

  それから、東電の関係ですけれども、何か私は

一応県のほうで覚書で情報開示と、それから何

らかの事故があった場合に情報を県のほうによ

こすという、そういうルートがつくられたとい

うことは非常に前進だというふうに思います。

ただし、やはり県任せにしないということが各

自治体で私は構えとしては必要だというふうに

思います。やはりいち早くという点では、県を

通じてというワンクッション置くよりも、直接

自治体に情報が来るということがいわゆる迅速

という点ではすぐれているわけですから、仕組

みとして、ホームページを見ましたけれども、

やはり県で一旦さまざま議論して、その後どう

いうふうな避難経路をつくるとかさまざま調整

が始まるわけなので、それもやはり米沢市や各

自治体に直接情報が来て、そこで瞬時に各自治

体で判断をして、市民はどういうふうな退避計

画あるいは避難計画を実施させるかということ

が私は非常に大事だというふうに思います。ま

ず県任せにしないということが大事。 

  それからもう一つは、やはり東電を監視すると

いうそういう意味も、私は自治体としても締結

するという意味は大きいのではないかと思いま

す。県は県で結ぶ、しかし県下の自治体でも結

んでいくということが一定東電に対して監視す

る力にもなるし、いわば抑止する力に私はなる

というふうに思います。そういう点で、もう一

度、米沢市で、あるいは置賜３市５町の各自治

体が締結するということも、広域的な締結とお

っしゃいましたけれども、そういう点での締結

の意味を考えてもう一度検討していただきたい

というふうに思います。 

  それから、軽トラックの件ですけれども、何か

もやもやとした答弁だったというふうに思いま

す。それで確認しますけれども、これから消防

団といろいろ御相談の上、ほかの消防ポンプ車

含めて更新計画についていろいろ検討して総合

的にこの問題を考えていくというお話でしたけ
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れども、そうすると、更新計画の中に軽トラッ

クの問題も今後含めて検討されるということで

よろしいですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 結論はそのとおりでございま

す。 

○島軒純一議長 高橋壽議員。 

〇８番（高橋 壽議員） そうしますと、これまで

は団員の個人所有のトラックを使用させていた

だいていたということですけれども、米沢市と

して配備するということも含めて検討するとい

うことでよろしいですか。 

○島軒純一議長 須佐総務部長。 

○須佐達朗総務部長 先ほど結論と申しましたのは、

前段がありまして、今、消防車両の更新が23年

と申し上げました。あと２年ぐらいまだ更新ま

であります。それから、古いポンプについては

随時更新しております。そんな中で新たに車両

を更新する期間、まだ２年ありますので、その

中で消防の組織全体の検討もあわせながら車両

計画を進めていくという意味で、結論としては

軽トラックを導入するということであります。 

○島軒純一議長 高橋壽議員。 

〇８番（高橋 壽議員） この課題は、米沢市消防

団のほうから軽トラックを配備してほしいとい

う要望があって市当局にも出ている課題ですの

で、団としての協議ということですけれども、

団としてはそういう要望だということをぜひ御

理解いただきたいと思います。 

  地下水の涵養のところですけれども、やはり涵

養しなければならないという意識づけという点

で、私はこの涵養施設を設置していくというこ

とは非常に大事だというふうに思いますけれど

も、夏場のやはり雨水を地下に戻していくとい

うことであれば何ら有害な物質が入るというこ

とではありませんので、一般的な地下に浸透す

るということと同じですから問題はないという

ふうに思っております。 

  ただ、やはり浸透ますをつくって集中的に地下

に戻していく、あるいはきちんとした対策とし

てやはり全国各地で地下に浸透させていくとい

う、地盤沈下の対策の一つとして既に実証済み

のことですから、ぜひ何か体制をつくって検討

するという話ですけれども、検討されたらいい

というふうに思います。 

  ただ、何か地下水対策協議会のほうで補助金つ

けてやろうとしても、具体的にどういう装置と

いうのはないので実際としては補助金が使われ

ていないという実態がありますから、そこも含

めて考えてください。 

○島軒純一議長 以上で８番高橋壽議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時０１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時１１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市における子ども・子育て支援事業に

ついて、14番齋藤千惠子議員。 

  〔１４番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１４番（齋藤千惠子議員） おはようございます。

一新会の齋藤千惠子です。この４年間、「女性

の目で、母親の目で、主婦の目で市政を」と子

育て・教育に重点を置き、そして目先だけでな

く10年後、20年後、米沢が生き残るべく中長期

的な視点で政策提言をと考えてまいりました。

このような視点から16回目の質問をいたします。 

  ①婚活・出産・子育てまでの切れ目のない支援

について。 

  初めに、本市も全国的な傾向と同じく男女とも

未婚率がふえ続けていると感じ、私は危機感を

持っています。男女の年齢別の未婚率をお示し
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ください。未婚という選択肢もあると思います

が、行政として現在取り組んでいる「米沢市出

逢いの機会づくり応援委員会」を強力に推し進

めていただきたいと思いますが、いかがですか。 

  また、本市も核家族化・少子化が急速に進み、

三世代同居率も減っております。そんな中、本

市では「子育てガイドブック」という、これ１

冊読めば本市における子育てが全てわかるすぐ

れた冊子を渡しています。しかし、これを渡す

とき、「行政として、そして地域としてこうし

てあなたたちを見守っているのよ」と伝える、

そして伝わるもっと積極的な支援が必要だと思

うのです。お母さんのメンタル支援、過労や産

後うつなどの予防を図る必要もあります。気が

かりなこと、不安や悩みを抱えているお母さん

がたくさんいるのが現実なのです。婚活・出

産・子育てと一貫してその目線に寄り添うこと、

すなわち切れ目のない支援とは、切れ目のない

対話を紡いでいくことなのです。母子健康手帳

交付のタイミングの活用は単なるきっかけにす

ぎません。その後をどうつないでいくのか、本

市の特色を出すシステムづくりを早急に進める

べきと考えます。 

  特に、専門職である保健師さんの重要性を考え

るとき、もっとバックアップが必要だと思いま

す。保健師さんは身近で信頼できる専門職です。

些細なことでも気軽に話せる相談相手であると

同時に、傾聴・観察から的確な状況把握、必要

に応じてほかの専門職へつなぐこともできます。

その専門職のさらなる確保と育成が必要と考え

ますが、当局の考えをお聞かせください。 

  ②一時預かり事業について。 

  仕事と子育ての両立が難しい状況で核家族化が

進む中、少子化に歯どめをかける観点からお尋

ねいたします。子育て中には誰かの手をかりて

子供を見てもらうことが必要なときが必ずあり

ます。現在、幼稚園・認可保育園等で一時預か

り事業を行っていますが、市民の皆様に周知不

足なのではないでしょうか。実際はもっと利用

したい保護者の方が多いはずです。身近な子育

て応援団として利用拡大に向け、少しでも安心

して子育てができるよう具体的に周知すべきと

考えますが、いかがでしょうか。子育てに優し

い米沢市を目指すならばもっともっと積極的に

ＰＲすべきと考えますが、いかがでしょうか。 

  ③５歳児健診実施に向けて。 

  本市が現在行っている定期的な健診はきめ細か

く丁寧な対応であると認識しています。その上

で申し上げますが、必ず受けにきてくださいと

いう健診と、親御さんが「自分の子供が大丈夫

なのか」と悩みや不安の中で重い足を運んでの

相談業務とは、発見率が大きく変わってくると

思うのです。５歳児健診でも遅いぐらいだとお

っしゃる専門家もいらっしゃいます。 

  幼児期から一貫した指導・対応、そして何より

発達障がいの方々がリスクを減らし少しでもよ

りよい人生を社会に適用するために、早期から

の療養支援が必要だと思うのです。健診の際の

専門家の確保が難しいと何度も過去に答弁をお

聞きしておりますが、５歳児健診実現に向けて

の取り組みについて、現況をお知らせください。 

  また、５歳児健診実現とともにその後の体制の

拡充が重要であり、また不可欠です。行政とし

てのその後のケア体制についてもお尋ねいたし

ます。 

  終わりになりますが、本年御退職なされる市職

員の皆様方、そして御勇退なされる先輩議員の

皆様、長年にわたりそれぞれのお立場で市勢発

展のため御尽力なさってくださいましたことに

心より敬意と感謝を申し上げ、壇上からの質問

とさせていただきます。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

  〔菅野智幸健康福祉部長登壇〕 

○菅野智幸健康福祉部長 齋藤議員の御質問にお答

えいたします。 

  まず、婚活・出産・子育てまでの切れ目のない
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支援で、米沢市の生涯未婚率であります。生涯

未婚率とは、50歳になった時点で一度も結婚を

したことがない人の割合で、国勢調査の人口統

計で求められており、本市の男性の生涯未婚率

は平成12年、14％、17年、17.5％、22年、

21.6％で、女性は平成12年、５％、17年、6.2％、

22年、8.5％となっており、年を追うごとに増加

している状況にあります。 

  なお、同じく国勢調査による平成22年の本市の

20歳から49歳の男性の総人口１万6,884人に対し

独身者は8,281人、女性の総人口１万4,614人に

対し独身者は4,573人で、男性は女性の1.8倍と

いう状況にあり、今後、急速に生涯未婚率は上

昇していくものと予測されます。そのためにも

婚活支援事業を含めた子供・子育て支援策が重

要であると強く認識しているところであります。 

  次に、核家族化の状況と合計特殊出生率及び出

生数であります。こちらも国勢調査による家族

類型別世帯数の推移から、平成12年の核家族世

帯数の構成比は、世帯総数３万2,522世帯の43％

で１万3,971世帯、三世代の世帯は21.8％で

7,100世帯、平成17年は総世帯数３万1,130世帯

で、核家族世帯は43.4％で１万4,392世帯、三世

代の世帯は19.3％で6,396世帯、平成22年は総世

帯数３万2,912世帯で、核家族世帯は44.8％で１

万4,748世帯、三世代の世帯は16.8％で5,541世

帯となっております。平成12年から平成22年の

10年間で比較しますと、核家族世帯は1.8ポイン

ト増加し、三世代の世帯は５ポイント減少して

おります。このことから、本市におきましても

核家族化が進んでいる状況にあると考えられま

す。 

  １人の女性が一生に産む子供の平均数である合

計特殊出生率の当市の状況は、置賜保健所の統

計によりますと、平成14年は1.49人、平成24年

は1.46人でしたので、ほぼ横ばいの状況にある

と考えております。 

  出生数は、平成17年度から平成23年度までは

700人台前半で推移してきておりましたが、平成

24年度に624人、平成25年度に645人と600人台前

半まで減少し、今年度は約100人程度が昨年度よ

り減少する見込みであります。 

  次に、子育て期間の支援についてであります。 

  母子健康手帳の交付は妊婦さんと行政の初めて

の出会いの場であり、大切な機会と捉え、保健

師、在宅助産師の専門職が対応し、アンケート

を用いて妊婦一人一人の妊娠・出産に対する思

いや心配事などをお聞きしながら、相談対応を

行っております。 

  同時に、米沢市で作成している「よねざわ子育

てハンドブック」を配布し、子育てに関する情

報提供を行うとともに、妊婦健康診査の受診券

を交付し、健康管理ができるようにしておりま

す。 

  また、妊娠期間中から支援が必要な方につきま

しては、健康課の地区担当保健師を中心に医療

機関やこども課、里帰り先の自治体など関係機

関と連携をとりながら、家庭訪問や医療機関で

の妊婦健診に同行するなど、個々に応じたきめ

細やかな支援を行っております。 

  母子健康手帳の交付の後もすこやかセンターが

気軽な相談の場として御利用いただけるよう、

手帳交付時にＱＲコードによりすこやかセンタ

ーの電話番号を登録していただき、相談したい

ときにいつでも保健師に連絡できるよう体制を

整備しております。 

  子育てに対する不安についての相談体制につき

ましては、希望する妊婦さんとその旦那さんを

対象とした「パパママ教室」を実施しており、

妊娠中の不安解消や出産・産後の円滑な育児支

援に向けて、夫婦で協力し楽しく育児ができる

ように支援に努めております。 

  また、お子さんが生まれてから生後４カ月まで

の間に乳児家庭全戸訪問を実施しております。

訪問では保健師や養育支援訪問員及び在宅助産

師の専門職が担当しており、赤ちゃんの発育や
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発達だけでなく、母親や育児支援者も含めてさ

まざまな不安や悩みをお聞きし、子育て支援や

情報提供を行っております。 

  産後のメンタル面での支援では、産後は母親に

とって環境の変化に加えホルモンバランスなど

の変化から産後うつのリスクも高い時期と言わ

れており、健康課では産後うつスクリーニング

用紙を使い精神面についても把握し、育児に関

する相談対応を行っております。 

  また、自由来所の相談事業として「のびのび子

育て相談」を実施しております。これは健康課

の保健師のほか、助産師、栄養士、歯科衛生士、

保育士などの専門職が連携し相談対応するとと

もに、虫歯予防や離乳食の進め方の講話も盛り

込んだ事業となっております。 

  そして、切れ目のない支援につきましては、乳

児家庭全戸訪問や７カ月児健康教室、１歳８カ

月児健康診査、３歳児健康診査の全員対象の事

業と希望者を対象としたパパママ教室など、教

室、相談事業、訪問事業を重層的に組み合わせ

妊娠から就学までの母子を支援しております。

これらさまざまな機会を通じすこやかセンター

が気軽な相談の場であることをお伝えし、これ

以外にも地域の子育て支援センターなど地域の

相談窓口についても情報を提供しながら、母親

との信頼関係を築き、きめ細やかで切れ目のな

い支援を行ってまいりたいと考えております。 

  切れ目のない子育て支援では、子ども・子育て

支援事業計画にも基本目標の一つに掲げ、子育

て支援の施策を展開しております。当市では母

親の就労率が約７割と高い状況であることから、

父親の育児への参加は欠かせないものと考えて

おります。また、父親の育児参加を望む母親の

声も多くいただいており、ニーズ調査では、育

児休暇を取得した母親は約40％で、父親は約

１％という状況でございました。このことも含

め、父親の子育てへの参加を促すための学習の

機会を初めとして、父親への支援の充実も計画

に盛り込んで支援してまいります。 

  次に、一時預かり事業についてであります。こ

の事業は、現在、認可保育所３カ所で実施し、

年間延べ約2,500人が利用されております。また、

この事業は国の補助事業でもあり利用日数には

限度を設けておりますが、非定期的な就労やパ

ート、保護者の病気や出産、または育児などに

伴う心理的・肉体的不安を解消するためのリフ

レッシュを目的とする理由にも御利用いただい

ております。一時預かりには保育士が配置され、

利用はおおむね１歳以上の就学前児童となって

おります。また、認可外保育所やＮＰＯ法人に

よる一時預かり事業も実施されております。 

  一方で、昨年の３月、インターネットの仲介サ

イトを通じたベビーシッターを名乗る男に預け

られた男の子が死亡する事件が起きました。こ

れを受け、厚生労働省の社会保障審議会の専門

委員会では再発防止策をまとめ、５人以下の乳

幼児を預かる認可外保育施設や施設を伴わない

認可外の訪問型の保育も自治体への届け出を義

務づけるべきだとしております。また、その中

では設置者と利用者の事前面談を行うことも示

されております。これに関し省令改正や指針策

定などの作業に着手し、今年度に実施する方針

とされております。 

  認可外の比較的少人数の預かりにも一定の基準

が設けられることは非常に重要なことと捉えて

おります。市としては、一時預かり事業につき

ましても、保育所と同様、大切な命を預かる場

として「安全であること」「信頼できること」

を最優先に考えた事業であるべきだと考えてお

り、事前登録や面談、事前予約など一定の手続

は、大切な命をお預かりするために必要な事項

と考えております。 

  最後に、５歳児健診の実施に向けてであります。 

  現在行っております５歳児発達相談につきまし

ては、一時的な集団健診では子供の特性が見え

ないことから、米沢市医師会と検討を重ね、医
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師や臨床心理士などの専門スタッフの確保、健

診後の療育機関などの支援体制、就学までの期

間などを考慮して実施しており、保護者が日ご

ろの集団での困り感を理解し相談していただく

ことが重要と考え、個別相談としております。 

  一方、全国の平成23年度の乳幼児健康診査実施

調査を見てみますと、５歳児健診を実施してい

るのは、1,737市町村中、183市町村で10.5％と

低い割合になっております。理由として、医師

を初めとする専門スタッフの確保や健診方法が

確立されていないこと、健診実施後のフォロー

体制の整備など課題が多く、そのため５歳児健

診は全国的に少ないものと考えております。 

  このようなことから、当市では引き続き５歳児

発達相談を実施することとし、現在のところ、

５歳児健診の導入については考えておりません。 

  ５歳児発達相談を受けていただいた中では、親

子のかかわりの薄さからお子さんの社会性の発

達がつまずいているのではないかという事例も

ありました。子供の自己肯定感を育てるために

は乳幼児期のスキンシップを大切にした愛着の

ある育児が重要と言われております。このよう

なことからも、乳幼児健診や健康教室、健康相

談の中で、親子のスキンシップや愛着の大切さ、

家庭での養育を基盤にし、社会性を育むための

子育て支援を強化していく予定であります。 

  お子さんの健診で気がかりな場合は、保健師が

その保護者の気持ちに寄り添い経過を見ていく

中で、医療機関の紹介や児童相談所で実施する

精密健康診査の受診勧奨、ひまわり学園が県の

委託を受けて実施している「発達障がい児等児

童発達支援事業者サポート事業」の紹介などの

支援を行っております。 

  また、県では新年度から「子育てサポートシー

ト」を全県下で配布することとし、本市では昨

年11月から配布しております。このシートはお

子さんの心の成長を見守るために県で策定した

もので、人とのかかわりや言葉の発達などにつ

いて記入し、おおよその目安と比較し、発達し

ていない場合には保護者の気づきをもとに相談

支援を開始する内容となっております。このシ

ートとともにリーフレットも配布し、社会性の

発達に関する啓発も行っております。 

  さらに、県では第二弾として、発達障がいなど

の支援が必要なお子さんに対し、その個性や配

慮することをまとめ、それらの情報をファイリ

ングしていく「やまがたサポートファイル」も

作成することとしております。保育所への入園、

進学など、お子さんが次のステージへ進む際に

支援の必要なお子さんの特徴や接し方など、配

慮の仕方を引き継いでいくことを目的にするフ

ァイルで、各種の相談支援を受ける際に、保護

者の方々がこのファイルを見せていただくこと

で説明の負担が軽減され、支援者の十分な理解

が得やすくなり、学校や職場で御本人が安心し

て過ごすための大切な情報提供ツールとなりま

す。新年度から県内全体で運用を開始する予定

です。 

  現在、就学時は保護者の要望があれば保健師が

教育委員会との橋渡しをする場合もありますが、

保護者が事前に教育委員会にお子さんの様子を

伝え相談を開始するという流れになっておりま

す。それに加え、このファイルを浸透させるこ

とで、就学や就労時などお子さんが次のステー

ジに進む際に、支援の必要な子供さんの特徴や

接し方、配慮の仕方など、このファイルを見て

もらうことで教育委員会や就労先の企業までも

含めてスムーズな情報提供による支援に活用で

きるものと考えております。 

  今後もお子さんにかかわる関係者との連携を図

り、支援してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

  まず最初に、私、おわびしておかなければいけ
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ないんですけれども、米沢市ハンドブックでし

たね。言い間違えてしまいました。申しわけあ

りません。訂正してください。 

  それでは、時間も限られておりますので、何点

かだけもう一度お聞きいたします。 

  ただいま一番最初に年齢別未婚率について御答

弁いただきましたが、大変危機感を私は持って

いるものですから、そのためにぜひ数字をとい

うことでお願いしたところでございました。こ

の危機感をみんなで共有すべきだと私は考えま

す。この20年間にこれだけの未婚率がふえてい

るということ、それからそれに加えて平均の初

婚年齢も上昇しております。また、さらに第一

子を産む第一子出産年齢も前年に引き続いて平

均して30歳を超えているこういう現状をもう少

しみんなで共有すべきだと思いますが、本市も

これを踏まえて取り組みをしてくださっている

わけですが、一昔前は婚活というのは行政の仕

事では余りなかったのではないかなと思うとこ

ろもありますが、現在、こういった状況の中で

さらに強力にこの取り組みを推し進めていただ

きたいと思うわけですが、その点に関して、も

う一度、どのような取り組みをもっと進めてい

くおつもりなのか。進めていきたいという御答

弁はいただいたのですが、どのようにお考えな

のか、もう少し具体的なところがあればお聞か

せください。 

○島軒純一議長 船山教育管理部長。 

○船山弘行教育管理部長 先ほど議員がお述べにな

りました出逢いの機会づくり応援委員会の担当

は教育委員会でしております。この活動内容で

ありますけれども、情報交換会とか各種婚活イ

ベントの開催実施とかお見合いの世話役とかい

ろいろなことをしていただいております。その

中で、一番これから課題になってくるのは、や

はり女性と男性の参加率が非常に違うと。男性

のほうが非常に多い状況でありますというより

も、女性のほうが非常に少ないという状況であ

ります。そこをどういうふうにふやしていくか

というのが大きな取り組みかなというふうに考

えておりますので、その辺も応援委員会の皆様

と相談しながらということになってしまいます

が、検討を重ねていきたいと考えてございます。 

○島軒純一議長 齋藤千惠子議員。 

○１４番（齋藤千惠子議員） それでは、どうぞ強

力に推し進めていただきますようさらに御要望

申し上げます。 

  それでは、③の５歳児健診についてですが、以

前も重要とは認識していますが物理的な問題も

ある、ただいまお聞きしますと全国的に見ても

１割なのでというようなことで、５歳児発達相

談ですか、そちらのほうをという御答弁でござ

いましたが、以前、私ども幼保議員連盟のとき

に幼稚園側からお聞きした発達障がいではない

かなと思われるお子さんの数が随分多かったこ

とを昨年お聞きしたことを覚えておりますが、

そこに随分認識の差があるのではないかなと、

今、御答弁をお聞きして思ったところです。こ

れは５歳児健診の重要性の認識の違いなのかな

と思ったりもいたしました。 

  やはり発達相談、先ほども壇上で申し上げまし

たが、親御さんが自分で足を運んで相談をする。

そこに行くまでの過程が私は大事だと思うので

す。幾らかでも３歳ではそれがわからなくても、

５歳までの間、その２年間の間、早期に発見を

という観点からも、その発達相談のところに足

を運ぶか運ばないかによってその子の一生が変

わってくるのではないかなと思うものですから、

ぜひ行政として５歳児健診をというふうなこと

をお願いしているところでございます。 

  ずっと議会を見てみますと、平成20年ごろにも

５歳児健診の重要性について述べられた議員が

いらっしゃって、それに対して、重要とは認識

しているもののもう少し時間をかしてほしいと

いうような御答弁だったように書いてありまし

た。そこからもう６年、７年もたっても同じな
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のかなと大変残念に思っているところでござい

ます。 

  ありがとうございました。 

○島軒純一議長 以上で14番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時４１分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時４１分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、市長の４期目に向けた意思表明について

外２点、10番佐藤忠次議員。 

  〔１０番佐藤忠次議員登壇〕（拍手） 

○１０番（佐藤忠次議員） さて、このたび御勇退

を予定されておられる４人の議員の皆様、長年

にわたり市勢発展のために御尽力くだされ本当

にありがとうございました。心より感謝申し上

げます。また、この３月で退職される幹部職員

の方々には、長い間、御苦労さまでございます。

60歳ではまだまだ若いです。第二の人生を楽し

んでください。 

  ことしは例年にない大雪で、市民の大半の方々

はいっときも早い春の訪れを待ち望んでおられ

るかと思います。今年度の積雪深が１メートル

50センチを超えたのが２月の上旬、市長は早速

雪害対策本部を立ち上げ、大雪にかかわる特別

交付税の要請活動を、直接国に出向き、県選出

の国会議員を通じ総務省に陳情されました。お

かげで、今冬の大雪などにかかわる特別交付税

は、前倒しで２月25日付で２億2,000万円ほど米

沢市に交付されたはずです。山形県16交付団体

中、当市は他市町村より２倍近く多い金額です。

財政難の折、幾らでも上積みできたことはよか

ったのではないかと思います。 

  さて、この３月議会は代表質問が主流なので、

私からは、昨年の12月議会の再質問になります

が、再度お尋ねいたします。 

  市長の４期目に向けた意思表示についてお伺い

します。時期はいつごろを予定しておられるの

か。米沢市は都市計画道路完成や病院建てかえ

を考えれば、10年、20年、30年後を見据えた施

策が必要です。平成29年には東北中央自動車道

が開通します。この道路をストロー現象にする

かお宝道路にするかは市長の政策次第です。市

長の思っている長期政権の考えをお聞かせくだ

さい。今回、４期に向けた出馬の意思を表示さ

れるならば、重要政策の一端をお聞かせくださ

い。 

  これから27年度の予算審議が始まります。その

中で、特別職の俸給カット、そして職員の給料

カットにも手がけようとされています。これで

は職員のやる気をそぎます。究極の行財政改革

は合併です。かつて故田中総理は日本列島改造

論を立ち上げ、米沢市にも八幡原工業団地とい

う大きな宝物を残してくれました。その後、故

大平総理は25万田園都市構想を述べておられま

した。この政策は、農家を守り他産業に従事で

きる兼業型農家を進めようという政策です。通

勤時間は15分から30分を想定しています。３市

５町を合わせて人口は約20万、ちょうど田園都

市構想に当てはまるような気がします。今回、

リチウム電池工場が飯豊町に決まったことは、

私は大変よかったのではないかと思っています。

米沢市も一歩引いて、近隣市町と手を組むこと

が大切かと思います。 

  国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によ

ると、20歳から39歳の女性人口が2010年から

2040年にかけて半分以下になる自治体比率は

20.5％です。辛うじて米沢市は含まれていませ

んが、比率は46.7％です。9,371人から4,995人

に減るようです。米沢市の総人口は、平成25年

10月１日現在８万6,140人、平成26年10月１日現
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在８万5,217人です。１年間で923人が減ってい

ます。このままいけば10年後には７万台、20年

後には６万台となります。何らかの歯どめ策を

講じなければ米沢市も消滅の危機に立たされま

す。２月24日のテレビニュースによれば、秋田

県では人口減少対策課を設け、結婚や子育て支

援を充実して県内移住や定住を促進していくと

言っておられました。市長が考えている人口の

歯どめ策をお聞かせください。 

  ２つ目、当市が支援している婚活の状況、３番

目、婚活が進まない問題点などをお答えくださ

い。 

  さて、今計画されている道の駅が国交省重点道

の駅に選ばれました。２月26日に都内で選定証

をいただいてこられたことは大変よかったと思

います。しかし、我々議員に基本計画を提示さ

れたのは２月17日の市政協議会の席でした。勉

強会ですので、いろいろな異論が出ました。そ

の中でも、築山と噴水は要らない、駐車場から

トイレまでの距離が長過ぎるなどは私も全く同

感です。最も解せないのは、豪雪地帯米沢市を

忘れているのではないだろうか。雪対策が全く

無視されている。基本計画の見直しはできるの

ですか、お聞きします。見直しができるならば、

雪国らしさに力を入れた計画を提示してもらい

たいと思います。 

  東北中央高速道路建設については20年前からの

懸案でした。今も県境を越えて福島市、相馬市、

伊達市、米沢市の議員による建設促進期成同盟

会が綿々と続いております。平成17年秋に国直

轄工事の基準くいが打たれました。この基準く

いは元農林水産大臣遠藤武彦宅に大切に保存さ

れております。道の駅についても10年来運動を

続けています。最初は細原地区からの要望を受

け、細原の代表の方々とともに市長や元渡部修

一建設部長などに何回も要望、陳情を行ってま

いりました。その間、県議会議員の先生方には

中央インターをつくっていただきました。 

  今では我々議員が意見を述べる機会はこれが最

後と思われますので、私の描いている構想をお

聞きください。 

  敷地内には雪捨て場のスペースを設けていただ

きたい。そして、除雪は機械除雪がいいのでは

ないかと思います。ドーザーなりロータリー車

の組み合わせが最高かと思います。周囲には四

季折々の雪囲いをすることのない桜の樹木か米

沢市の樹木コメツガなどを植えたらどうでしょ

うか。もちろん段差はなく、下には芝を植える。

そして、一番メーンになる建物は、敷地の中心

に３階建ての箱ものの建物を建てたらどうでし

ょうか。屋根は水平であれば雪はほとんど積も

りません。そして、１階はトイレと屋内駐車場

などを設けたらどうでしょうか。そして自動販

売機とかを設ければ、雨と雪の日には傘を差さ

ないでトイレや買い物ができるのではないでし

ょうか。また、今後どうなるかわかりませんが、

ガソリンスタンドなども必要かと思われます。

そして、将来は水素ガススタンドなども必要に

なってくるのではないかと思われます。そして、

２階はレストランやコンビニエンスストア、そ

して農産物の直売所、そして米沢ラーメン屋な

どを入れたらどうでしょうか。そして、３階に

県内の観光案内施設や上杉・伊達の歴史などを

配置した歴史館などを入れたらどうでしょうか。

以上が私が思っている主な思いであります。 

  今、米沢にあるヤマダ電機は１階に駐車場スペ

ースがあります。そして、エレベーターで２階

に売り場があります。そんなことを私も経験し

でおりますので、ぜひ屋内駐車場をつくったら

どうかと思うものであります。 

  以上述べましたが、少しでも参考にしてもらえ

れば私も本望です。 

  きょうまでの代表質問で人口減少や道の駅につ

いていろいろな議員が質問されています。重複

しても構いません。適切な答弁をお願いし、以

上で壇上からの質問を終わります。 
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○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの佐藤忠次議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、市長の４期目に向けた意思表明につ

いてと人口減少問題の歯どめ策について、そし

て新道の駅についてお答えいたします。その他

につきましては部長よりお答えをいたします。 

  先日開きました職員に対する給与削減の説明会

の折、職員から、責任上、みずからの出処進退

についてどう考えているかという質問が出され

ました。議会でも本日の質問が予定されていた

わけですが、財政難、給与削減という事の重大

性から議会での御質問を待たずに答えるべきも

のと判断し、「職員に給与削減の協力をお願い

しなければならない人間が重ねて市長の職にあ

ってよいものかというためらいもあったが、み

ずからが招いた財政状況である以上、みずから

が健全化を果たさなければならないと思う。４

選目の出馬をして財政を一日も早く健全化する

考えなので、健全化に協力してほしい」と答え

ました。 

  財政問題のみならず、市政は課題が山積してお

ります。市立病院の建設、中学校の統廃合、山

大発新産業の結実化など飛び越えなければなら

ないハードルが幾つもありますので、職員はも

とより議会、市民の御理解と御協力を得ながら、

市民生活の向上、市勢の発展に力を尽くしてい

きたいと考えています。具体的な政策について

はまだお示しする段階にはありませんが、人口

減少に歯どめをかけ、産業を振興させ、みんな

が安心して暮らせることに重点を置いた政策を

立てたいと考えております。 

  続いて、人口減少についてでありますが、ただ

いまお答えしましたように、減少に歯どめをか

けなければならないと考えています。その具体

的な方策はさまざまあるわけでありますが、先

日お答えしましたように、まずことし１月の市

内各高校長との懇談会で出ましたが、高校生に

地元企業の魅力についてよく知ってもらう工夫

が必要だということであります。昨日も米沢の

電機・電子関係の会社の協議会との新春懇談会

がありました。そこでもさまざまな懇談をいた

しましたが、感じましたのは、やはり米沢には

優秀な、そして今後の可能性を秘めた会社がた

くさんあるということであります。それがどれ

だけ子供たちに知られているかといえば、まだ

まだその魅力が十分に伝わっていないというふ

うにも感じました。ですから、行政はこれから

就職する若い人たちと地元企業との情報交換の

コーディネートの努力をしていかなければなら

ないと考えています。 

  また、都会からの移住促進にも取り組んでいき

たいと考えています。ことしの夏に、置賜の市

長、町長たちによる移住促進を目的とするシン

ポジウムを米沢市主催で行う予定であります。 

  さらに、前から申し上げていることであります

が、都会の大きな会社に就職すればそれで安心

というような価値観だけでなく、地元で自分の

足で立ってみずからが業を起こす、起業する、

そういうことの価値観も若者たちにわかっても

らいたいと考えて、「あしたの大樹」と題する

本を現在制作中であります。米沢に限りません

が、地元で業を起こした３つの例をまとめ、米

沢市内の中学生全てに配る予定にしております。 

  最後に、道の駅の基本計画についてであります

が、先日の海老名悟議員、髙橋義和議員の御質

問でもお答えしましたとおり、基本計画案の見

直しを行い、駐車場と建物の配置や築山を含め

た緑地の使い方などについて再検討を行いたい

と考えております。 

  雪対策については重要な問題と考えております

が、お示しをしたイメージ図ではその点が十分

に表現できていなかったようです。具体的な対

策として、建物周辺の動線部分については融雪

装置を設置したいと考えています。また、建物
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を設計する際には季節風による雪庇や落雪など

を十分に考慮するよう仕様書等に明記をし、こ

れに沿った設計を行うようにしたいと思います。 

  雪国らしく雪の活用策として、雪室や雪冷熱に

よる冷房などについても検討を行っていますが、

維持管理を含めた事業全体の中で総合的に判断

していく必要があると考えています。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 髙橋農業委員会事務局長。 

  〔髙橋寿一農業委員会事務局長登壇〕 

〇髙橋寿一農業委員会事務局長 私からは、人口減

少問題についての本市が支援している婚活の状

況のうち、農業委員会での農業後継者結婚対策

の状況についてお答えいたします。 

  本市の農業の状況から、委員会としまして、農

業後継者を確保することが緊急の課題と認識し

ているところであります。その課題解決の一助

とするため、後継者の配偶者を確保し、地域農

業の活性化を目指すことを目的に、委員会内に

専門委員会を設置し、未婚農業後継者を対象と

した結婚対策事業を実施しております。 

  委員による専門委員会は10名で構成し、公選委

員１名、選任委員３名の女性農業委員全員が積

極的にかかわっていただきながら活動を行って

いるところであります。これまで農業にかかわ

る出会いの場を農業委員の手づくりにより提供

してきたところで、男性が延べ83名、女性が63

名の参加者を得ております。また、農業後継者

みずからが発信する能力を身につけるため、自

分磨きの講座も随時開催しているところであり

ます。 

  しかしながら、９回を数える出会いの場づくり

につきまして、回数を重ねることで参加者の確

保などが難しくなってきている現状にあります。

今後、専門委員会内で仕組みやその内容などに

ついて見直しを検討しなければならないという

ふうに考えております。 

  農業後継者の確保は重要な課題であり、その支

援については今後とも積極的に推進しなければ

ならないものと考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 船山教育管理部長。 

  〔船山弘行教育管理部長登壇〕 

○船山弘行教育管理部長 私からは、人口減少問題

についてのうち、婚活の状況とその課題につい

てお答えいたします。 

  初めに、本市の婚活支援の現状についてお答え

をいたします。 

  平成23年５月に市内17地区から選出されました

女性委員で構成します「出逢いの機会づくり応

援委員会」を発足させ、結婚を希望する人の登

録情報をもとに応援委員の方が出会いの場を提

供する仕組みをつくってございます。具体的な

活動内容としましては、情報交換会を初め婚活

イベントの実施、お見合いの世話役、男性の身

だしなみを整える研修会などを行ってございま

す。 

  特に、婚活イベントは５回に及ぶ「よねざわま

ちコン」を含めこの４年間で11回開催をさせて

いただき、参加者合計は延べ1,172名、内訳とし

て男性678名、女性494名を数え、イベントで誕

生したカップル数は103組となっております。さ

らに、お見合い世話役活動によるカップル数は

15組を数え、合計118組でございます。そのうち

成婚に至りました数は、平成25年度が２組、平

成26年度は４組の合計６組でございます。 

  このように、徐々にではありますが、婚活支援

による成果が出てきておるところでございます。 

  次に、婚活支援の課題についてお答えいたしま

す。 

  先ほど齋藤議員の質問にもお答えさせていただ

きましたが、平成27年１月末現在、米沢市の独

身男性の結婚希望登録者数は男性75名、女性27

名の合計102名となっております。また、女性の

結婚希望登録者をいかにふやしていくか、また

婚活イベントへの女性の参加をどう促していく
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かがこれからの課題となってまいります。 

  引き続き、出逢いの機会づくり応援委員会を中

心とした結婚支援事業を継続して取り組み、地

道に成功事例を積み上げてまいりたいと考えて

ございます。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 以上で10番佐藤忠次議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

  再開は、午後１時といたします。 

 

午後 ０時０７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時００分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、首長の多選禁止についての市長の考えは

外１点、20番小島卓二議員。 

  〔２０番小島卓二議員登壇〕（拍手） 

○２０番（小島卓二議員） 私の一般質問は、ただ

いま議長が読み上げられましたとおりの表題で

あります。 

  最初に、首長の多選禁止についての市長の考え

はについてお聞きいたします。 

  午前中の佐藤忠次議員の質問に対しまして、私

が市長の答弁で感じたのは、なぜか声が小さか

ったな、堂々と４選を目指すという言葉に力が

なかったなというふうな気がします。恐らくは

市長の気持ちの中には、20年前、髙橋幸翁市長

が４選を目指すというときに初めて立候補を表

明されました。そのときの考えの中に、首長の

多選はけしからん、禁止であるというふうなこ

とで安部三十郎市長は決意表明されました。今

はその同じ状況を自分が経験しようとしており

ます。20年前の安部三十郎市長の「多選禁止」

とうたったその気持ちと裏腹に、今は、自分は

４選を目指す、その表明の中になぜか声が小さ

かったなというふうに感じます。 

  そのときの気持ちと今回米沢市長選に立候補す

る、４選出馬するというそのことについて、多

選禁止はどうなったんでしょうか。市長の20年

前の考えと、今まさに４期目を目指そうとする

安部市長の気持ちの違い。政治家として一度口

に出したことは守らなければならないと思いま

す。それを覆してまでも４選出馬するという安

部市長の考えをお聞きいたします。 

  ２点目は、総務省が地方創生のために始めまし

た「まち・ひと・しごと創生総合戦略」につい

てであります。 

  この総合戦略につきましては、ソフト事業に対

して各地方自治体の知恵を結集して、そしてそ

のプロジェクトを国に提出してほしいという内

容であります。米沢市が、私がこれから申しま

す克雪に関して雪をどう処理するのか、このこ

とについてはハード面になりますが、一方、ソ

フト面では高齢者の意識、そして米沢に住んで

よかったという思いを醸成するための施策でも

あります。また、若者のＵターン、そして米沢

で生まれ育った高校生、そういった若い世代が

米沢に戻ってきてもいいなという思いを強く抱

けるようなまちづくりが必要であります。その

ためにも克雪が重要であります。 

  流雪溝の整備と言ってしまえばハードですが、

その裏に隠されている人口減少の解決、そして

住んでよかった米沢のまちづくり、いろいろな

方々にお聞きしますと、市民アンケートでもあ

りますように、米沢の最大のネックは雪であり

ます。今冬の雪についても一晩で70センチも降

り積もる。その処理に対して市民はほとほと疲

れ果てております。市の土木課も除雪対策を十

分やっておりますが、敷地内の除雪に対して、

もう積み上げる場所もないぐらいであります。 

  その中で、私は流雪溝を全域に推し進めること

が一つの米沢市の夢ではないかというふうに思



- 178 - 

っております。もしこの政策を実行して、米沢

市民がいつかは流雪溝をこの道路に整備しても

らえるんだというまちづくりがあれば、それが

全て市民の夢として今後進むのではないかなと

いうふうに感じます。 

  （２）の下水道の処理水に関しても、その方策

の一つであります。前々から言いますように、

下水道の処理水は12.6度のぬるま湯であります。

そして毎分18.3立米、１日当たり小学校プール

の約60杯分の水が松川に流れ出ております。こ

の水を有効利用するために、下水道処理施設か

ら出る処理水を上流に還流し、そして流雪溝に

利用する。こういったことについて、やはり米

沢市の夢として実行してもらいたいというふう

に思います。 

  以上で質問は終わりますが、20年間の議員生活

で最後の壇上となりました。髙橋嘉門議員、佐

藤 議員、髙橋義和議員、そして私が今回勇退

させていただきます。20年間の中で、髙橋幸翁

市長時代に３月議会で突然に土地区画整理事業

の廃止が表明されました。大変びっくりした事

件であります。その後、米沢環状線は一向に進

んでおりません。ぜひ次の議会の方に、二元代

表の一翼を担う議会の皆様にそのことを実施、

実行していただきたい。そして当局、どなたが

市長になるかわかりませんが、市長を初め当局

にもこの重要事業を推し進めていただきたいと

いうふうに思います。 

  本当に長い間、御支援いただきましたことに心

より感謝申し上げ、市民の皆様の御理解、御支

援をいただきながらここに立たせていただきま

したことに感謝申し上げ、また議員の皆様にも

感謝申し上げて壇上での質問とさせていただき

ます。本当にありがとうございました。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの小島卓二議員の御質

問にお答えをいたします。 

  私からは、首長の多選禁止についての考えにつ

いてお答えをいたします。その他につきまして

は部長よりお答えをいたします。 

  昨年12月議会における渋間議員の御質問に対し、

長期批判と多選批判は異なる、多選批判は具体

的に何期以上は望ましくないとの批判であると

捉えているといった趣旨の答弁をいたしました。

その後、市民の方にもいろいろお聞きしました

が、何期以上を多選と考えるかも一定ではあり

ませんし、多選と長期の区別も定かではありま

せんでした。このことを踏まえますと、市長職

が多選、長期に及んでいるのかどうか、多選、

長期がどのような弊害を生んでいるのかいない

のかについては、市民一人一人の良識と判断に

委ねるべきものと考えています。 

  ちなみに、私が選挙公報で長期政権の交代を訴

えたのは、前市長が５期目を目指した選挙であ

ることを申し添えます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

  〔細谷圭一建設部長登壇〕 

○細谷圭一建設部長 私からは、２の米沢市の「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」への取り組み

についてのうち、流雪溝の整備についてですが、

流雪溝の整備効果につきましては、議員仰せの

とおり、沿線住民の負担軽減が図れることはも

とより、道路空間が確保されることによる円滑

な道路交通や排雪費の削減等にもつながること

から、本市のような豪雪都市にとっては有効な

克雪施設であるものと捉えております。 

  また、流雪溝への市民要望も多数いただいてい

ることや、人口減少、高齢化を見据えると、沿

線利用者による協力会等の組織化による地域連

帯の向上も期待できることから、市内全域的な

流雪溝を整備することは望ましいものと判断し

ております。 

  しかしながら、流雪溝を整備するに当たりまし

ては、「豊富な水量を得られること」を初めと



- 179 - 

する地理的条件や多額の整備コストが必要にな

りますので、現在のところは、現有水量の有効

利用による年次計画に沿った整備を順次進めて

いる状況となっております。 

  また、かねてから御提案をいただいております

下水道処理水の有効利用につきましても、圧送

管を初め貯留施設や放流河川整備等、多額の施

設投資が必要になることなどから、現段階にお

いては非常に難しい課題となっております。 

  そのような流雪溝の整備実態でありますが、流

雪溝の整備促進の必要性は認識しておりますの

で、本市全体の建設投資事業量を勘案しながら、

引き続き研究や模索を重ね、少しでも冬期にお

ける住みよい環境づくりを目指し努力してまい

りたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 私からは、総合戦略に位

置づけることについてお答えをさせていただき

ます。 

  御指摘の流雪溝の整備につきましてはさきにお

答えをしたとおりでありますが、克雪の問題は、

特別豪雪地域に指定されている本市にとりまし

ては定住促進を図る上でも大きな課題であり、

人口減少や高齢化が進んでいく中ではとりわけ

重要なものであるというふうに認識しておりま

す。ただし、このたびの国が求める地方創生総

合戦略につきましては、議員お述べのとおり、

あくまでもソフト事業を対象としていることか

ら、現在策定中の総合計画において別途検討さ

せていただきたいというふうに考えております。 

  流雪溝は克雪にとって非常に有効な施策だと認

識をしております。市内全域に流雪溝がめぐら

されることができれば、米沢の冬が夢のように

よくなるものというふうに私も思います。流雪

溝の施設整備については、公共事業であること

から、計画行政の中で一歩ずつ計画的に進めて

いきたいというふうに考えておりますので、ど

うぞ御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） まず最初に、首長の多

選につきましては、私の知る限りというか、20

年前、市長が２度市長選に破れる最初の戦いの

ときからもう多選批判で出ているというふうに

わかっております。それは、多くの方々が、安

部市長が立候補するというその気持ちの根底に

は、首長は多選はいかんというふうに言ってい

るよということです。言いながら20年前に立候

補を表明しているということ。ただ、市長は自

分的には、５期目の髙橋幸翁市長に対しては、

要するに２回目の選挙のときにはマニフェスト

にしっかりと書いたと言う。しかし、私が聞い

ていますのは、20年前の１回目のときに支援者

なりその関係者に、何で立つのよ、何が目的よ

と言ったときに、いや、市長は多選はだめだよ、

だから俺が出るんだというふうな、この言葉か

どうかはわかりませんが、直接聞いておりませ

んので、それと同じことを言っております。間

違いないですね。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 人の口から口に伝わっていく中

で、そういうような多選はうまくない、だから

私を支持するとか、私が言っているとかという

ような話はさまざまあったかもしれませんが、

でも自分の口から話をしたり、あるいは文章に

書いたりは初めて出馬したときはしておりませ

ん。 

  そして、そもそもなぜ出馬したかという大きな

理由があって、それは市政に民主主義を求めた

いという強い思いがあって、その一念で出たと

言っても過言ではないぐらいだというふうに考

えています。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 
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○２０番（小島卓二議員） 市長は市長なりの思い

ということと、この公の場の議会という中での

答弁ということについてはすごく慎重にならざ

るを得ないのかなというふうに思います。それ

は理解しますけれども、多くの支援者、多くの

方々、私の知っている限りの人たちは、市長は

多選を禁止する、多選出馬はけしからんという

ことをうたいながら出たのは確かだよというこ

とを何人からも聞いております。ということは、

そのことを言っていませんということは、市長

はうそつきだというふうに批判されるようなこ

とじゃないでしょうか。今後の、例えば今回４

期目に出馬するという選挙戦の中で、そういっ

た批判をどうかわしていくのか。市長は政治信

条の中で多選批判をうたいながら、自分が４選

に立っているじゃないか、おかしいな。そのよ

うな市民からの問いかけ、また市民の中での共

通の話題になった場合に、市長はどのようにか

わすんですか。そのようなことは言っておりま

せんというふうにかわすんですか。そうすると、

言ったというふうに聞いた人は、ああ、市長っ

てうそつきなんだなという、そのことが大きく

広まる懸念があるということを私は申している

んです。いかがですか。 

○島軒純一議長 安部市長。 

○安部三十郎市長 事実認識の問題でありますので、

言った言わないを論じても余り意味がないとい

うふうに思います。 

  それで、大事なのは、先ほど壇上で申し上げま

したが、市長職が多選、長期に及んでいるのか

どうか、そして多選、長期がどのような弊害を

生んでいるのか、あるいはいないのかについて

は、市民一人一人の良識と判断に委ねるべきも

のというふうに思います。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） この１番目は最後にし

ますけれども、市長が考える多選、また市民が

考える多選というのがありますが、神奈川県で

はもう多選禁止条例を条例としてうたっており

ます。日本全国の中でも何カ所か多選禁止条例

としてうたっているところもあるぐらい、やは

り多選禁止はけしからん。だめですよ。その中

には、やはりいろいろな癒着やら傲慢さやら市

政の活力のなさ、いろいろなことが含まれるか

ら、若い力でというか新しい力で次の首長さん

に委ねるべきだというのが条例の中身でありま

すので、そういったところも条例としてあると

いうことはぜひわかっていただきたい。それで、

条例はけしからんと言うのならまたそれはそれ

ですけれども、しかし条例として決まっている

ところもありますよということです。 

  時間もないですので、それは、市長は今後一生

懸命多選批判に対して弁明していくことが必要

になってくる機会が多くなるのではないかなと

いう苦言を呈しながら、終わりたいと思います。 

  次に、まち・ひと・しごと創生総合戦略ですが、

先ほど来、こういった下水道処理施設から一日

に小学校プール約60杯分のぬるま湯が流れてい

く。それを上流に還流させて、それを各流雪溝

に流すというふうなその事業に対しては膨大な

お金がかかると思います。50億なのか60億なの

かそれはわかりませんが、しかしそのことで享

受を受ける米沢市民が、50億円でももったいな

くないですよね。新文化複合施設に28億円かけ

ています。新文化複合施設を２つ建てるつもり

であれば、それこそすぐにできる話です。それ

が市民の夢とつながれば、それこそ米沢市に残

る市民の方が多くいらっしゃるというふうに思

われるわけです。 

  そして、視点を考えてやれば、まずそのことが

可能となれば流雪溝の水量がふえます。そして、

河川法の絡みがあるかもしれませんが、各流雪

溝からそれぞれの駐車場にポンプアップして水

を流して消雪するという方法も考えられるので

はないでしょうか。ポンプアップすることは、

地下水をくみ上げる電力も河川からくみ上げる
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電力量も同じです。ただ、水源がどこかという

だけの問題ですから、今現在の流雪溝ではそれ

はかないません。しかし、それぞれの家庭の前

を流れている流雪溝から自由にポンプアップで

きるという、河川法はあるかもしれませんが、

できるとなれば、地下水の使用がゼロになりま

す。そういった夢のある施策をぜひ実行してい

ただきたいと思います。この地下水の利用をや

めて、河川からのポンプアップによる駐車場の

消雪というものについて、どのようにお考えに

なりますか。 

○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 今、河川からポンプを設置し

て、河川水を利用してというお話がありました

けれども、まず、河川から水をとる場合ですけ

れども、御承知だと思うんですけれども、まず

水利権の問題がありまして、なかなか難しいの

ではないかなとはちょっと思っております。 

  また、米沢市の区域におきましては、まず最上

川の最上流に位置しているということで豊富な

水量が難しいのではないかなとは考えておりま

す。ただ、流雪溝整備をするに当たりましては

いろいろな利点がありますので、そういったと

ころはいろいろ研究をしていく必要があると思

います。下水道処理水についても、再エネルギ

ーということで有効利用することも十分認識は

しておりますけれども、ただ、下水道処理水を

利用して上流区域にポンプでアップして、それ

を既設の流雪溝に流すとなった場合については、

やはり水量の問題等がありますので、多分既設

の側溝をそのまま利用するというのはちょっと

困難ではないのかなと思います。新たな流雪溝

を整備しないと、水の溢水とかそういったもの

がないようにするには新たな流雪溝の整備にな

ってくるかと思います。 

  ただ、議員おっしゃるとおり、そういった処理

水とか使えば地下水利用の抑止にもなるわけで

すので、そういったことに関してはなかなか難

しいとは思いますけれども、ちょっと研究はし

ていく必要があるのではないかと考えておりま

す。 

○島軒純一議長 小島卓二議員。 

○２０番（小島卓二議員） 今突然の質問でありま

したけれども、流雪溝からポンプアップ、くみ

上げてそのまま流れるところはもとの川に流れ

るわけです。別な川に流れるわけではないです。

舘山堰の舘山口、矢来からの舘山口、あの水も

必ずポンプアップしてくみ上げてまた同じ川に

流れますので、そこで河川法がどうのこうのと

言われたことはありませんね。ですから、それ

と同じことですから、それぞれの家庭でくみ上

げた水で雪が解けた、そしてその解けた雪がま

た側溝から流雪溝から次のお家まで流れていく

わけですから、上流から下流まで流れていくわ

けですから水量が減るわけではないし、自分の

家にポンプアップした水をプールしておくわけ

ではありませんし、そういった方法が有効利用

で地下水のくみ上げがゼロになればいいなとい

うふうな思いでおります。 

  時間も来ましたので、いろいろお話しさせてい

ただきましたけれども、市長の４選出馬に向け

てはいいか悪いかというのは私は判断できませ

んが、市長が出るならどうぞと言うしかありま

せんが、ぜひ今後の市政運営を担う意味でも、

それなりに頑張るべきかなというふうなことも

申し添えたいと思います。 

  以上で終わります。 

○島軒純一議長 以上で20番小島卓二議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時２８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時２８分 開  議 
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○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、ＮＨＫ米沢ラジオ中継放送所の移転交渉

の進捗状況について外２点、７番鈴木章郎議員。 

  〔７番鈴木章郎議員登壇〕（拍手） 

○７番（鈴木章郎議員） 私から、３つについて御

質問をいたします。 

  １つ目のＮＨＫ米沢ラジオ中継放送所の移転交

渉の進捗状況についてお伺いいたします。 

  安部市政による極度の財政悪化が表面化いたし

ましたが、全て予想できたことではないのでし

ょうか。我が政鱗会は、「新文化複合施設は中

心市街地の活性化には寄与しないこと」「投下

資本の額が将来本市財政を悪化させること」

「新文化複合施設建設より優先して取り組むべ

き事業の存在」等を理由に、新文化複合施設建

設に一貫して反対を貫いてきました。現在の本

市財政を鑑みて、その主張は正しかったと改め

て思います。 

  私は、上杉鷹山公の「入るをはかりて出るを制

す」の教えから、常々使うことより入ることを

優先すべきとの考えを持ち、昨年12月定例会で

市長の企業誘致について質問し、平成25年度147

社、平成26年度90社の誘致活動を行ったと答弁

されたが、就任11年半で累計2,063回の活動で１

社も誘致できなかったことは、人件費や旅費等

の経費を考えると莫大な無駄遣いだったわけで

市長の反省と責任を求めたいところだが、企業

誘致による収益が図られないのであれば、観光

による収益を考えるべきです。 

  私は観光により収益を図るべくＮＨＫ米沢中継

放送所の移転交渉すべしと過去３回壇上から質

問を行いました。また、平成24年３月、歴史団

体からの陳情もあり当局の考えをお伺いしまし

たが、陳情から既に丸３年が経過したにもかか

わらず、現在まで努力の成果が感じられません。 

  この件に関する質問は昨年９月議会で行い、当

局は、現在地の放送局から５キロ以上離れると

膨大な整備費になるので、遠方にならない適地

がないか検討している段階と答えておられます

が、現在のＮＨＫ側との移転交渉の進捗状況は

どのようになっているのかお伺いいたします。 

  ２つ目の、ＮＨＫ木曜時代劇「かぶき者慶次」

放送による観光対策についてお伺いいたします。 

  ことし４月９日から６月18日まで毎週木曜、連

続11回、ＮＨＫ木曜時代劇「かぶき者慶次」が

全国的に放送されることは、本市にとって大変

喜ばしいことであります。2009年に「天地人」

がＮＨＫ大河ドラマで放送されたときの本市へ

の経済効果は、改めて説明せずとも極めて大き

なものでありました。今回は天地人に比べれば

放送期間は短いものの、それなりの効果は必ず

や期待できると考えるところです。 

  そこで、観光都市米沢をどのように発信させて

いくのか、一過性のブームで終わらせないため

の対策をお伺いいたします。 

  ３つ目の市立病院駐車場の除排雪についてお伺

いいたします。 

  米沢市立病院南駐車場において、除雪した雪が

かき上げられ、積み上がった雪が原因で駐車場

敷地内が狭くなり、また車の駐車位置が乱れ、

駐車できる台数が減ってしまうことで駐車場に

通じる道路は入庫待ちの車で数珠つなぎになり、

１車線が埋まり対向車とすれ違うのも困難で、

利用者はもちろん、朝、通勤される車の方々に

も迷惑をこうむっている状況でありました。 

  市立病院南側駐車場の除雪は、降雪量が10セン

チ以上と予測されたとき除雪作業を行っていま

すが、排雪を行う基準についてお伺いいたしま

す。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

  〔山口昇一企画調整部長登壇〕 

○山口昇一企画調整部長 それでは、私からは、Ｎ

ＨＫ米沢ラジオ中継送信所の移転について答弁

をさせていただきます。 

  昨年９月の議会での一般質問に答弁をしてから、
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それ以後の状況についてという御質問でありま

した。 

  まず、前回まで答弁しております内容について

再度整理をさせていただきたいと思います。移

転先を現在地から５キロ以上離れたところを想

定した場合、電波出力の変更をせざるを得ませ

ん。現在100ワットの出力でありますが、これを

500ワットないし１キロワットに変更せざるを得

ない状況になります。そのことによって費用が

かかり増しをいたします。具体的には、土地代

を除いて、設備費が現行100ワットであれば１億

6,000万円程度であるものが、ワット数を増強し

た場合には４億円程度の費用がかかるというふ

うなお答えをさせていただきました。さらに、

総務省を経由して近隣諸国との国際的な電波の

調整が必要になることから、実現までには５～

６年の期間を要する見込みとなっているなど、

費用面においてもまた時間的にも課題が大変大

きいものというふうになっております。 

  このことは、ＮＨＫの山形放送局を通じ、東京

のＮＨＫ本部とも確認ができているところであ

ります。 

  このように費用的にも時間的にも課題が多いこ

とから、何とか５キロ圏内に移転先が確保でき

ないかどうか検討を続けておりました。昨年の

11月でありますが、ある候補地を選定してＮＨ

Ｋ山形放送局に情報提供をさせていただきまし

た。これから雪解け後に再度電波の受信状況を

測定してもらうことになっています。技術的な

面での可能性について御判断をいただく予定に

してございます。 

  この候補地が適地となった場合については、費

用面や時間的な課題が縮減することになります

ので、今後の交渉がより前進しやすくなるので

はないかというふうに考えております。 

  私からは以上であります。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

  〔夛田美佐雄産業部長登壇〕 

○夛田美佐雄産業部長 私からは、２のＮＨＫ木曜

時代劇「かぶき者慶次」放送による観光対策に

ついて、御質問にお答えします。 

  まずは、本市ゆかりの前田慶次が主人公となる

ＮＨＫ木曜時代劇「かぶき者慶次」が４月から

放送されることについては、大変うれしく思っ

ております。現在、本市としてもドラマ制作に

必要な資料や情報提供など、制作協力を積極的

に行っているところであります。 

  さて、御質問の「かぶき者慶次」の放送を契機

にどう本市を発信していくのかについてであり

ますが、既に米沢観光物産協会や前田慶次の会

など関係団体と打ち合わせを行い、詰めている

ところであります。まだ確定していない部分も

ありますが、予定している取り組みについてお

答えします。 

  １つは、慶次ゆかりの地めぐりとして「前田慶

次の里まち歩きツアー」「前田慶次ゆかりの地

バスツアー」の実施、２つ目は、ことしの田ん

ぼアートの図柄を前田慶次に考えているところ

であります。米沢駅などへの歓迎看板の設置な

ども、放送期間中だけでなく年間を通じて前田

慶次ゆかりの地を発信していきたいと考えてお

ります。さらには、民間では宮坂考古館での前

田慶次特別展や観光施設での前田慶次甲冑レプ

リカ展示なども企画しているとお伺いしており

ます。 

  いずれにしましても、この放送をきっかけに官

民挙げて前田慶次ゆかりの地をさらに発信し、

観光誘客に努めていきたいと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

  〔加藤智幸市立病院事務局長登壇〕 

○加藤智幸市立病院事務局長 私からは、市立病院

駐車場の除排雪についてお答えいたします。 

  まず、市立病院の駐車場につきましては、駐車

台数は河川敷を含め全体で695台であり、主に患

者さんや見舞いの方が利用される南駐車場につ



- 184 - 

きましては377台駐車することができる状況です。

しかしながら、降雪期は除雪した雪の影響と白

線が見えなくなることもあり、約８割しか駐車

できない状況のため、冬期間については誘導員

２人を増員して４名の体制で混雑時の誘導を行

っているところであります。 

  排雪につきましては、今年度12月と２月の２回

行っております。排雪の基準につきましては、

積雪による駐車スペースを判断した上、排雪時

期を決定しておりますが、委託業者の作業時期

と重なり発注から開始まで日にちがかかること

から、御迷惑をおかけしたところであります。 

  現在はほぼ解消されておりますが、今年度は例

年にない豪雪のため、駐車場の待ち時間が長く

なり大変御迷惑をおかけしましたことをおわび

いたしますとともに、御理解を賜りますようお

願い申し上げます。 

  私からは以上です。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） ＮＨＫ放送所から御質問

いたします。 

  歴史団体から３年前に陳情が出ております。３

年かかってやっと候補地をＮＨＫ側に示したと。

まずもって遅い。３年間何やっていたというと

ころです、ここは。さっき部長のほうから電波

の関係ありました。この電波の測定というのは

ＮＨＫ側でやっていると思われます。そうすれ

ば、候補地ですよね。ここは公有地をＮＨＫ側

のほうに紹介したと、紹介するということでよ

ろしいですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 なかなか市有地があれば

もっと早く御紹介する手だてもあったのかもし

れませんが、なかなか適当な市有地がございま

せんでした。今回御紹介をさせていただきまし

たのは、土地公社が保有している土地をＮＨＫ

側に御紹介したというふうな経過でございます。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） となると、土地公社が持

っているところで５キロ以内というところでよ

ろしいですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 現在地の松が岬公園から

半径で５キロ以内に入っている場所でございま

す。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） 今回、この土地公社が持

っているところで、この山形県内においてこの

ようなＮＨＫの放送所があると思われます。そ

こは市有地をただでお借りしているところ、ま

た民地をＮＨＫ側で買い上げて使っているとこ

ろ、このようなところをお調べになっているの

か、そこをお伺いいたします。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 つまびらかにはこれは調

べることは不可能なわけでありますが、ＮＨＫ

に問い合わせるしか手はないわけであります。

ただ、最近時の移転に伴う情報をＮＨＫから教

えていただいておりますが、県内の例はござい

ませんでした。平成14年に秋田県の湯沢市で高

速道路がかかるために移転を余儀なくされた際

については、この費用については全額高速道路

公団のほうで負担をしたという例がございます。

それから、平成19年でありますが、徳島県の池

田市で市営の体育館建設に伴って移転をいたし

ました。この際も費用は全額市が負担をしたと

いうふうな例がございます。それから、一番直

近の例だと思いますが、平成26年に山口県の萩

市で、これはまちなか博物館構想、景観を大事

にしながら中心市街地活性化を図ったのだと思

いますが、これに伴って移転をした際について

はこれもまた市が負担をしているというふうな

例がございます。 

  いずれにしましても、市あるいは市町村が、自

治体がＮＨＫを誘致をしてきた経過の中で、市

町村側の自治体側の都合で移転をお願いする際
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については、基本的には原因者負担を求めてい

くというのがＮＨＫ側の基本的なスタンスにな

ってございます。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） それも昨年９月ですか、

原因者負担なので、負担をいただく。その根拠

はあるのかと、根拠はないと。これも交渉次第

だというところでございました。ならば、そう

いう先進地があるならば、そういう交渉も変わ

ってくると思います。 

  余りに行政が遅いもので、陳情を出した民間団

体の方が米沢市選出の代議士や人を通じて本部

のほうに要望、または情報を得ていると聞いて

おります。これを何とか早く進めるためにも民

間団体の方も情報を共有し合って行政と一緒に

ＮＨＫ側に働きかけていきたいとおっしゃって

おられますけれども、行政の考えはこれに対し

てどうですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 時間がかかりました経過

につきましては、昨年の６月の議会、それから

９月の議会で御説明をしたとおりであります。

先ほど申し上げたとおり、市有地としての適当

な場所がなかなか見出せなかったという問題と、

電波調査には相当な期間をＮＨＫ側で時間をか

けながら詳細な調査を行ったというところで時

間を要している経過もございます。 

  それから、先ほど申し上げました事例の中でも、

場合によっては、ＮＨＫ側のちょうど設備の更

新期に当たる場合については、全額自治体負担

ということではなくて、ＮＨＫと協議をしなが

らその分はＮＨＫ側が負担をしたりというふう

な事例もありますので、今後、そういった交渉

についての経過については研究をさせていただ

きたいと思います。 

  ただ、先ほど申し上げましたとおり、技術的に

可能かどうかこれから調査をしていただくとい

うことが前提になりますので、その後の段階で

の交渉というふうな格好になりますので、その

点は御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） その候補地、技術的に大

丈夫だとなったら移転費用について話していく

と。本市も財源については大変ですから、交渉

次第ですね、これも。これに対して、本年度、

市としてこの調査に対しての事業費といいます

か、これは全然見ていないというところでよろ

しいですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 電波調査についてはＮＨ

Ｋ側の責任としてやっていただくものでありま

すので、これについては米沢市の持ち出しはご

ざいません。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） 一時期、市長の名前でＮ

ＨＫ本部のほうにこの移転についてお願いした

と思いますけれども、どのようなお願いなんで

すか。やはりＮＨＫ側としては、正式にＮＨＫ

側に対して市有地の返還、あと電波塔の移転の

要請をはっきり行っていくという態度が必要だ

と思いますけれども、その辺はどうですか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 市長がＮＨＫの本部のほ

うに直接お願いをしたということではなくて、

先ほどありましたように、歴史団体のほうから

市長宛てに要望書をいただきました。私どもは

打ち合わせを始めたわけでありますが、その要

望を受けて、市としても市長名でＮＨＫに対し

て同じような文面で移転についての要望をさせ

ていただいたと。それが正式にＮＨＫの本部の

ほうでも受理されて、ＮＨＫ全体の問題として

認識していただいているという状況になってい

るところであります。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） そして、11月にＮＨＫへ



- 186 - 

候補地を紹介したと。ＮＨＫ側からのそれに対

しての回答というのはいつごろになりますか。 

○島軒純一議長 山口企画調整部長。 

○山口昇一企画調整部長 今後のスケジュールにつ

いてはまだ詳細確認してございませんので、な

お確認をしてみたいというふうに思います。た

だ、前回の電波調査はほぼ市域全体を網羅する

ような格好で全体調査をしておりますので、相

当の時間を要したところはございます。ただ、

今回はスポットでその点の部分を反映しながら、

前回の調査も反映しながら調査ができるのでは

ないかなと思っていますので、前回ほどの時間

は要さないのではないかなと、ちょっと感覚的

な想像になりますが、そういう点は思っており

ます。なお確認をさせていただきたいと思いま

す。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） それはスピード感を持っ

てお願いしたいところです。 

  前田慶次のほうに移らせていただきます。2009

年に放送された天地人をきっかけに、あの当時、

前田慶次の関連遺跡の整備が行われたはずです。

現在、前田慶次に関して行動しているのは堂森

の善光寺を中心とする団体と城史苑隣接に拠点

する団体があります。それらの団体とこれから

連携して市民活力の利用が効果的と考えるとこ

ろですけれども、行政としてこの団体と連携し

てやっていく考えはあるのかお伺いいたします。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 私どもとしては、天地人の

一過性にならないように、これは十分な対応を

していかなければいけないと思っております。

そういう議員仰せの各種団体と連携しながら観

光ＰＲに努めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） また、昨年は市民、山形

県民ですか、キャロライン・ケネディ大使を迎

えて大いに沸き上がったところでございますけ

れども、これも一過性の喜びとすべきではなく、

本市として上杉鷹山公をいま一度アピールすべ

きものであって、現在集客力のある上杉神社の

観光客を上杉伯爵邸へと導いて、隣接する放送

局跡地を、仮称ですけれども、歴史顕彰の森と

して、上杉鷹山公隠居跡、餐霞館への観光ルー

トを確立すべきだと思っておりますが、なぜな

らば、ことしＮＨＫ大河ドラマに上杉鷹山公を

実現する動きがあると聞いております。もしこ

れが実現したならば米沢市にとって大きな影響

があり、その恩恵は計り知れないと思っている

ところでございます。そのためにも、松が岬公

園周辺はもちろん、餐霞館跡は観光客も訪れる

ことから、今から整備する必要があると思いま

すけれども、当局のお考えはどうでしょうか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 私どもとしては上杉鷹山公

を、やはり市長が申し上げたとおり、ＮＨＫの

大河ドラマに抜擢していただくことを願ってお

ります。その関係上、やはりいろいろな角度か

ら研究しなければならない施設めぐり等の強化

についてもやっていかなければならないという

ふうに考えているところでございます。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） 先ほどのＮＨＫの跡地に

ついても関連するんですけれども、あそこは上

杉神社周辺の観光客が非常に来るところでござ

います。あの中に、コンクリートの建物ではな

く、あそこを取り壊していま一度観光資源をつ

くることによって、今後かぶき者慶次の放送後、

あとは上杉鷹山ですか、大河ドラマになればま

た天地人以上に観光客が来ると思われますので、

そのような先を見据えて動いていただければな

と思っているところでございます。 

  あと、病院駐車場ですけれども、先ほど排雪の

基準について、駐車スペースが狭くなったら排

雪すると。ちょっと私が電話でお聞きしたら、
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病院前の坂がありますよね。あそこから堤防ま

で並んだ台数によって排雪をするかしないか決

めるとお伺いしました。費用が大体１回150万円

ですか。この食い違いというのは何ですかね。

堤防まで並んだら排雪すると。ではなくて、や

はり受診される方も時間が決まっていますよね。

予約されている方で、医師の診察もおくれるこ

とによって、大変だと思います。ある方から電

話が来たときには、受診するまで45分かかった

と。ある方はもう受診しないで帰ったという方

もおります。やはり早急な排雪をお願いしたい

んですけれども、当局はどうですか。 

○島軒純一議長 加藤市立病院事務局長。 

○加藤智幸市立病院事務局長 冬期間につきまして

は、特にことしの場合ですと一度に雪が大量に

降ったというふうなこともあって、御来院され

る患者さんには大変御迷惑をおかけしたという

ふうに思っております。 

  駐車場に入れるまでの時間は、その日によって、

患者さんの状況によって、診療時間によってま

ちまちなものですから、すぐに入れる場合と、

先ほどお話があったように長時間お待たせする

というふうなことになってしまったということ

もあるわけですけれども、極力お待ちすること

がないような形で今後については排雪に努めて

いきたいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 鈴木章郎議員。 

○７番（鈴木章郎議員） 極力お待たせすることが

ないように早急な対応をしていただきたいと要

望して、質問を終わります。 

○島軒純一議長 以上で７番鈴木章郎議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 １時５７分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時０８分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、本市の高齢化社会対策は、万全か、13番

工藤正雄議員。 

  〔１３番工藤正雄議員登壇〕（拍手） 

○１３番（工藤正雄議員） 一新会の工藤正雄です。

最後から２番目の質問になりました。当局の皆

様、また議員の皆様におかれましては、最後ま

でよろしくお願いいたします。 

  今回の質問は延べで18回目です。２期目最後の

質問で、子供の支援策か高齢者か大変迷いまし

た。私自身が団塊の世代で高齢化にかかわりが

ありますので、この質問にまとめました。 

  議場を見渡しますと空席が目立っております。

去年の12月に、１期、２期と同期で同志だった

渋間佳寿美君が「心ここにあらず」と言って辞

職されました。彼は政治能力が大変ある人であ

りますので、大願成就を目指して頑張っていた

だきたいなと思います。 

  それでは、質問に入ります。 

  今の日本社会ではいろいろな課題のハードルが

あり、これを乗り越えるための方策が立てられ、

持続可能な社会を目指しています。総人口に占

める65歳以上の人口の割合が増大し、高齢化社

会が進んでいることもそのうちの一つで、その

状況は本市も例外ではありません。 

  個人的なことですが、私もことしの１月の誕生

日に65歳になり、高齢者の１年生となりました。

以前、平成22年に、老人クラブの活動について、

高齢化に関連した一般質問をしました。当時と

現在では高齢化の状況が変わってきております。

改めてこの件について、「本市の高齢化社会対

策は万全か」として質問をいたします。 

  私たちは団塊の世代の昭和22年から24年世代の

生まれで、人口数もまとまって多い年代です。

この団塊の世代でも、昭和24年から25年生まれ

の年代が日本の人口ピラミッドの頂点になって
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います。本市も同様のことと思います。団塊の

世代が65歳に到達した2012年から2014年にかけ

て高齢化のスピードが最も早まったときとされ、

それ以降は徐々に高齢化のスピードが弱まると

考えられていますが、山形県全体においては

2020年の平成32年には高齢化率が約33％に達し、

３人に１人が高齢化になると推計され、超高齢

化社会を迎えると予想されています。 

  同じく、国立社会保障・人口問題研究所の日本

の地域別将来推計人口で、本市は2015年の高齢

化率が28.5％と予測されています。今後も国、

県の推移と関連して進行すると思いますが、高

齢化率の推移とともに、高齢者世帯数や高齢者

世帯の構成など、変化していく推移の内容をど

こまで把握することができるのかお聞きします。 

  次に、（２）の高齢化は社会にどのような変化

をもたらすかです。 

  このことも将来を予想することで難しいと思い

ますが、日本の高齢化は世界に例の見ない速度

で進行しています。高齢化率が７％から倍の

14％に達する所要年数・倍化年数を見ると、フ

ランスは115年、スウェーデンが85年、イギリス

47年、ドイツ40年で、日本は24年です。先進諸

国においても類を見ない速度で日本の高齢化が

進行しました。これからもこのような状況が続

きます。 

  短期間の高齢化に影響を受け、社会のシステム

や家族、地域の支え合いの機能、雇用形態、社

会福祉の支援、社会活動の意識などが大きく変

わっていくかもしれません。当局は、進行速度

が速い高齢化が社会にどのような影響を及ぼし

変化をもたらすか、どう考えておられるかお聞

きします。 

  次に、（３）本市は高齢化社会にどのように取

り組むかです。 

  米沢市の在宅福祉サービスには、高齢者の方が

ホームヘルパーの派遣により調理、洗濯、掃除

のサービスを受けたり、生活支援、短期入所の

ショートステイやいろいろな支援を受けられる

助成事業があります。また、雪国ならではの除

雪、雪下ろし助成事業があります。ことしは豪

雪対策本部が設置された特に雪の多い年ですが、

高齢者の雪からの負担軽減にどのような支援で

臨まれたかお聞きします。 

  昨年、民生常任委員会で、高齢化率が本市とほ

ぼ同じ滋賀県米原市の「みんなの居場所づくり

を応援・米原市地域お茶の間創造事業」を視察

してまいりました。支援を必要とする人を、元

気な高齢者は地域を支える側として活躍いただ

き、互助による地域支え合い体制の構築に取り

組んでいました。補助額が１団体につき年間60

万円でしたが、この事業のように、これからの

高齢化社会は、行政に頼らない地域でみずから

の互助による持続性のある活動の取り組みが重

要と考えました。 

  簡単な視察の事業説明をしましたが、本市は高

齢化社会にどのように取り組むのか考えをお聞

かせください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの工藤正雄議員の御質

問にお答えをいたします。 

  初めに、高齢化は今後どのように推移するのか

についてお答えします。 

  本市の高齢者の状況について申し上げますと、

平成26年度在宅高齢者調べにおいて、65歳以上

の高齢者は平成26年４月１日現在で２万3,513人、

高齢化率は27.6％となっており、高齢者人口、

高齢化率ともに毎年増加している状況です。高

齢者のみで構成される高齢者世帯数は5,023世帯

で、全世帯の15.1％になっています。また、ひ

とり暮らしの高齢者は2,489人であり、単身高齢

者世帯も毎年増加しております。 

  今後の高齢者人口、高齢化率の推移であります

が、国立社会保障・人口問題研究所の推計によ
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りますと、平成32年度で高齢者人口２万4,552人、

高齢化率31.0％、平成37年度で高齢者人口２万

3,951人、高齢化率32.3％と推計され、平成37年

度には市民の３人に１人が高齢者となります。

高齢化率は今後も増加していきますが、本市の

高齢者人口は、団塊の世代が75歳に達する平成

32年ごろをピークに、その後は減少に転じると

予想されております。 

  また、高齢者の増加に伴い、各地域における高

齢者の状況を把握し必要な支援を行うため、本

市では地域包括支援センターによる実態把握を

実施しております。 

  具体的には、高齢化率の高い町を優先し、高齢

者宅への戸別訪問を行っているほか、近隣住民

や知人、民生委員、医療機関や金融機関を初め

とする幅広い関係者からの相談対応等、さまざ

まな方法により地域の高齢者の心身の状況や生

活環境等について実態把握を行うことにより、

支援を必要とする対象者を把握し、的確な支援

の遂行により必要なサービスにつないでいます。 

  把握した高齢者の中には幾つもの問題を抱える

高齢者もおられるため、関係者や関係機関とネ

ットワークを構築し支援を行っています。特に

民生委員との情報共有については、個別対応の

協力体制のほか、各地区民生委員定例会へ包括

支援センターの職員が出席し情報共有を図りな

がら関係性の強化に努めております。その他高

齢者見守り支援事業においても、見守り訪問員

の戸別訪問による実態把握を行っています。 

  さらに、地域の課題を把握、共有し、地域が抱

える課題を解決するため、地域包括支援センタ

ーが中心となり、住民、民生・児童委員、町内

会などの地域支援者と行政、社会福祉協議会が

協働する地域ケア会議を行っております。 

  今後も、実態把握は重要と捉えていますので、

幅広い方法で高齢者の実態把握を行いながら個

別課題の解決を図るほか、地域の課題把握に努

め必要な施策等に反映させていく考えです。 

  次に、高齢化は社会にどのような変化をもたら

すかについてお答えします。 

  少子高齢化により高齢者が増加している一方で、

社会を支える若い世代が減少しており、世帯の

核家族化が促進され、高齢者夫婦世帯、ひとり

暮らしの高齢者世帯が増加しています。また、

認知症、虐待、老老介護による介護疲れ、消費

者被害など高齢者が抱える問題はさまざまであ

り、ニーズも多様化しています。 

  一方で、団塊の世代が高齢者となり元気な高齢

者がふえている状況もあり、就労意欲のある高

齢者、ボランティア等社会活動に参加したいと

考えている高齢者も増加しております。 

  このようなことから、支援を必要とする高齢者

を地域で見守り支えるための地域とのコミュニ

ケーションづくり、いわゆる顔の見える環境づ

くりが重要で、地域で気軽に集まることのでき

る居場所をつくり、自治会やボランティアなど

の活動を通じて、互助によるコミュニティーの

構築と地域の活性化など、高齢者が高齢者を支

える取り組みも必要とされています。 

  次に、高齢社会にどのように取り組むのかにつ

いてお答えします。 

  本市は、現在、平成27年度から平成29年度まで

の３カ年の実施計画である「米沢市高齢者福祉

計画・第６期介護保険事業計画」の策定を進め

ているところです。その中では、「高齢者がい

きいきと暮らすまちづくりの推進」を基本理念

に掲げ、高齢者が尊厳を保ち、住みなれた地域

で元気で安全に安心して生活が送れるように、

地域での助け合い活動の促進、生きがい活動や

就業機会を確保するための支援、介護予防への

取り組みなどを推進していくこととし、さらに、

高齢者が支援や介護を必要とする状況になって

も適切な介護、福祉サービスが受けられるよう

提供体制の充実に取り組んでいくことにしてい

ます。 

  では、主な事業、取り組みについて説明をいた
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します。 

  初めに、雪対策に関する事業です。今冬の豪雪

では高齢者から除雪等に対する不安の声が多く

聞かれましたが、豪雪対策本部を設置し、１回

当たり9,000円を上限として助成する雪下ろし助

成事業については、年３回までのところを４回

までに変更しました。また、山間部については

４回までを５回までに変更しました。除雪援助

員派遣事業については、年10回までの支援を12

回までに変更し、山間部については年12回まで

のところを14回までに変更し、支援の充実を図

りました。 

  また、事業は違いますが、ひとり暮らし等で生

活する高齢者の安全を確保し、高齢者が安心し

て自分らしく暮らせる地域をつくるための「高

齢者見守り支援事業」も行っておりますので、

ぜひ御活用いただきたいと思います。 

  次に、元気で生きがいを持って生き生きと生活

していただくための事業として、高齢者いきい

きデイサービス事業、予防体操などの自主グル

ープ立ち上げ支援事業、元気アップ講座等を行

っております。いきいきデイサービス事業は、

コミュニティセンター等で軽い運動や語らい、

レクリエーション等の活動を行っており、現在

220人の方に御利用をいただいています。今後も

介護予防の充実や地域との連携も深められるよ

う、公民館等の会場確保や内容の充実を図って

いきたいと考えています。 

  また、市の保健師等が地域へ出向き、予防体操

などの自主グループの立ち上げ支援も行ってい

ます。具体的には、運動はしたいけれど一人で

は無理、近所の人が集まって体を動かす機会が

あればいいなと感じている方々へ支援をしてお

ります。さらには、元気アップ講座では、心と

体を元気にするために「いきいき百歳体操」な

ど簡単な運動を紹介し、地域で広めていただけ

るよう取り組んでいます。 

  一方、社会福祉協議会が中心となって出会い、

交流、仲間づくりの場となっている高齢者サロ

ンへの支援も行っており、現在、市内には60を

超えるサロンがあり、市としても、このような

交流の場を地域の方々と連携し、元気で生きが

いを持って生き生きと生活していただける高齢

者サロンをふやしていきたいと考えています。 

  次に、高齢者が地域で活動する支援として、老

人クラブ活動支援事業を実施しています。老人

クラブは、地域を基盤とした高齢者の自主的な

組織で、生きがい、健康づくり活動、知識や経

験を生かした地域を豊かにする活動など、高齢

者のネットワークづくりや社会参加活動に大き

な役割を果たしています。本市としましても、

介護予防や相互の生活支援の効果が期待される

ため、各クラブで活動をより自主的に活発に行

えるよう、団塊の世代の加入を含め新規会員増

加につながる施策を進めていく必要があると考

えています。 

  就労支援の取り組みとしては、シルバー人材セ

ンターへの支援を行っています。シルバー人材

センターは、定年退職者などの高齢者に、その

ライフスタイルに合わせた臨時的かつ短期的、

またはその他の簡易な就業を提供し、またボラ

ンティア活動を初めとするさまざまな社会参加

を通じて、高齢者の健康で生きがいのある生活

の実現と地域社会の福祉の向上、活性化に貢献

していただいているものです。市としましても、

長年の職業生活で蓄積された職業能力を持つ高

齢者が能力を生かせる場所としてシルバー人材

センターは重要な役割を担うものと考えており、

今後も高齢者の能力を生かした活力ある地域社

会づくりに向けたさまざまな活動や、就業機会

の開拓に対し支援していきたいと考えています。 

  また、高齢者一人一人ができるだけ長い期間、

健康で自立した生活を送り、自分らしい生活を

継続できる体制の整備を進めていくとともに、

高齢者を「社会の支え手」として捉え、その豊

かな知識や能力などを生かして地域社会を支え
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る力となっていただける仕組みづくりを構築し

ていくことが重要であると考えています。 

  今後につきましては、生活保障といった社会福

祉等のサービス、いわゆる公助だけでなく、高

齢者がみずからの健康を維持し、自分らしく自

立した生活を送ることができる自助、近所の助

け合いやボランティアといった相互扶助による

互助、介護保険を初めとする社会保険制度によ

る共助が、バランスよく有機的に機能するよう

地域の支援体制づくりを推進したいと考えてい

ます。地域で活動されているグループや団体等、

ボランティア、社会福祉協議会等の多種多様な

関係機関からの主体的な協力を得ながら、地域

の実情に応じた多様な地域活動と参加者の促進、

多様なニーズに対応できる事業の展開を検討し、

平成37年までを見据えた長期的視点で本市らし

い地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組

みを行っていきたいと考えています。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 雪のことですが、午前

中、高橋壽議員が屋根の雪おろしの事故対策に

ついてお聞きしておりました。それの答弁が建

設部長で、これは雪の被害、高齢者の方も大分

遭われております。そういうような関係で、福

祉関係からもこういうふうな助成と申しますか

補助対象としていろいろ工事とかできるのでは

ないかなと思います。屋根改修、落雪屋根改修

工事、これは午前中の建設部長の話ですと、リ

フォームのほうからの助成、補助というふうな

ことでしたが、この場合も福祉関係のほうから

どうかなと思いました。福祉関係でバリアフリ

ーにしたり、あと車椅子の幅確保のために壁を

広げたり、そういうふうな大きな工事もできる

わけですから、屋根改修のほうも福祉関係のほ

うで予算づけとかできないものかなと。そうい

うふうな面からどうかなと思いました。どうで

しょうか。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 私ども福祉サイドからの

屋根改修ということでございますけれども、今

御質問にありました室内の改修ということで、

これは補助という形というよりは、介護保険の

制度の中で住宅改修というところを持ってござ

います。したがいまして、これにつきましては、

介護の対象となる要介護の方がそれぞれの御自

宅の中で暮らしやすくしていただけるような改

修というふうな趣旨でございますので、今議員

お述べのように、雪対策のための屋根の改修と

いったところまでは残念ながらカバーしていな

いところでございます。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） これは見方、考え方の

違いで、高齢者が安全に雪おろしができるよう

にというふうなことを考えれば十分福祉のほう

からもできると思います。 

  あとアンカー、命綱を、屋根に上ってするとき

のアンカーが不備でこの親綱をセットできなく

て、命綱がうまく活用できないというふうなこ

とですので、その辺も、アンカー、命綱をセッ

トできる、親綱を屋根にできるような、そうい

うふうな設備を。小さなことですけれども。あ

とそのほかに、新聞報道などを見ますと、よく

屋根から転落されてけがされた方がヘルメット

をかぶっていなかった、命綱をしていなかった

というようなことが出ます。それよりも先に、

ちゃんと屋根の上に命綱をセットできるような

整備がなっていないとうまくないのではないか

なと思います。屋根の上に命綱をかけるアンカ

ーが不備になっていたなんていうふうな報道は

全然ありません。やはりその辺、本当に命綱を

有効に活用するとすれば、そのアンカーの不備

になると思いますが、そういうような軽微な補

助、どうでしょうか。高齢者の方も大分今回の

雪おろしでは屋根に上られてけがされている方

もおりますので、どうでしょうか、アンカーに

ついては。 
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○島軒純一議長 細谷建設部長。 

○細谷圭一建設部長 今の安全帯を取りつけるため

の固定した金具の設置の補助についてというこ

とでございますけれども、これにつきましては

本市でも既に実施しておりますが、米沢市住宅

リフォーム総合支援事業費補助金制度の中にそ

ういった対象工事として克雪化工事がございま

して、それが対象となっております。それで、

補助金の額としては全体の工事費の10％、20万

円を限度額として助成を行うことになっており

ますので、高齢者どうのこうのと関係なく、そ

ういったことを御利用していただければそうい

った安全対策にもつながるのではないかなとい

うことで考えております。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 建物関係は建設関係で、

あと福祉関係と分けられているというのは、同

じような気がしますので、そういうふうなこと

もできないかなと、福祉関係のほうからできな

いかなというふうな。あと、ヘルメットをつけ

ていなかった、命綱をつけていなかったと。そ

れもやはり福祉のほうで、高齢者が屋根に上る

ときに安全なようにそういうふうな安全帯、あ

とヘルメットを装着できるように支援するとか、

そういう面が欲しいなと思います。 

  これから高齢者の推移を見た場合にどんどんふ

える、上昇する一方で、それに対して、民生委

員との情報交換とかいろいろお聞きしました。

そういう将来を見据えて、民生委員・児童委員

の絶対数というか、その辺どうでしょうか。こ

れからどんどんふえていくのに、民生委員の方

も何かなり手が少ないというふうな話を聞いて

おります。そういうふうな中で、高齢者がふえ

たら民生委員をふやすとか、どうですか、当局

のお考えは。 

○島軒純一議長 菅野健康福祉部長。 

○菅野智幸健康福祉部長 民生委員の数ということ

でございます。高齢者ということで今お話を頂

戴しているわけですけれども、民生委員の皆様

にお願いしてございますのは高齢者ばかりでは

なく、さらに民生・児童委員として、児童委員

のほうの方、両方とも民生・児童委員の方には

お世話になっているというふうな状況でござい

ます。 

  具体的に数をどうかというふうなお話でござい

ますけれども、民生委員の数につきましては、

こちらは実は法律のほうで、民生委員法のほう

で規定されてございまして、このたび民生委員

法が改正になりまして、ことしの４月から私ど

ものほうでは山形県の条例でその数が決められ

るといったふうなことになりました。今現在、

山形県の県条例ということで、米沢市につきま

しては、米沢市域198名ということで、これまで

と数は変わらないんですけれども、このような

数で県の条例で定められるといったふうになっ

ております。その数につきましても、国のほう

で配置基準といったものを持っておりまして、

県のほうでもそこを参酌しながら、これまでも

同じなんですが、この数を定めてきていると。 

  そういった状況でございますので、なかなか数

をふやすということはちょっと難しくなってく

るのかなというふうに考えているところです。 

○島軒純一議長 工藤正雄議員。 

○１３番（工藤正雄議員） 時間的にもう限られて

いるようですので次の米原市の事業のほうに進

むことができないわけですが、この民生委員の

ほうで、なかなか厳しい職でなり手が少ないと

いうことですので、情報というか、民生委員の

方が仕事がしやすいようにいろいろな面で、自

分で足歩いて直接情報を当該のほうに行って収

集でなく、行政側でわかっている部分は民生委

員の方に、少しでも民生委員の方が仕事が楽に

なるように情報提供などを今まで以上にやって

いただきたいなと思いますが、その辺の考えは

どうでしょうか。 

○島軒純一議長 質問時間が終わっているので。今
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聞こえなかったと思いますけれども、終わりま

した。 

  以上で13番工藤正雄議員の一般質問を終了し、

暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時３９分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時３９分 開  議 

 

○島軒純一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、新道の駅整備事業について、１番木村芳

浩議員。 

  〔１番木村芳浩議員登壇〕（拍手） 

○１番（木村芳浩議員） 明誠会の木村芳浩でござ

います。この壇上に立つたびに議員としての責

任、市民の皆様からの負託の重さを常に感じな

がら、政策提言を４年間訴えてまいりました。

この３月定例会、代表質問、そして本日の一般

質問と流れてまいりまして、私が最後の質問者

であります。いつもならば最後の質問は嫌だな

と感じるのでありますが、このたびは大いに違

います。大変光栄に思い、また感慨深いものも

感じている次第であります。４年という任期の

集大成において中途半端な質問を行ってはなら

ない。市当局に対しても政執民求の覚悟を持っ

て質問をさせていただく次第であります。おつ

き合いをよろしくお願いいたします。 

  質問に入る前に、今期限りで御勇退をなされる

佐藤 議員、髙橋義和議員、小島卓二議員、そ

して我が明誠会代表でもある髙橋嘉門議員、全

ての方々が正副議長を歴任をなされ、任期中に

は大変な御苦労をなされ、常に市民の幸せを願

い議会決議に向き合ってこられたと存じます。

長きにわたり米沢市勢発展のため市民の立場に

立って代弁者として職責を果たされ、御苦労を

重ねられてこられた事実は、今日の議会の基礎

となり、議会基本条例の根幹を導いていただい

た我が市議会の先人であると敬服する次第であ

ります。これまでの御苦労・御尽力をいただき

ましたこと、また我々後輩議員に対してもきめ

細かに御指導を賜りましたことに対し、心から

感謝と御礼を申し上げる次第であります。まこ

とにありがとうございました。御勇退後も引き

続き、我々後輩に対しまして御指導・御教授を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  また、この３月退職なされる関係部課長、職員

の皆様方にも、長年の御労苦に対し深く敬意と

感謝を申し上げます。大変お疲れさまでござい

ました。引き続き、御勇退後も市勢発展のため

に御意見を賜りますようよろしくお願いを申し

上げます。 

  それでは、早速質問に入らせていただきます。 

  私からの質問は、新道の駅整備事業についてで

あります。 

  これまでの代表質問、一般質問においてもほか

の議員から質疑がなされてまいりました。多少

重複するところもあるかと思いますが、簡潔に

申し上げてまいりますので、御容赦いただきた

く思います。 

  このたび当局から示されました基本計画案につ

いては、市政協議会等を含め各議員より御指摘

や御意見が出されてきた経緯、中身を鑑みれば、

残念ながら、この基本計画案を全面的に見直す

必要があると言わざるを得ません。 

  まず、基本コンセプトに掲げた「オール米沢

（置賜）を体感・想像・発信する道の駅」とす

る３本の柱と４つの整備方針が示されておりま

す。総合観光案内、交通結節点、歴史と文化を

生かしたおもてなし、地域産業の振興、地域の

元気をつくるなど、それぞれの中身を細かく精

査してみますと、具体的な取り組みには物足り

なさを感じ、既に全国の数ある道の駅が実施を

行っている基本的な取り組み方と類似しており、
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このたびの国の政策である地方創生という政策

の宿題には到底及ばず、重点「道の駅」として

選定を受けた意味合いを重んじて考えてみても、

ゲートウエー型を取り入れた形式的な整備しか

映らず、特色はどこにも描かれておりません。

本来国が求めているモデルとは、全国で米沢に

しかない魅力を兼ね備えた道の駅計画として、

前面に米沢らしさを打ち出していかなければな

らないはずでありますが、独自のアイデアや発

想が形として生かされているとは全く感じられ

ません。 

  1,000カ所以上ある全国の道の駅の７割が計画

を失敗し赤字経営を行っているのが現状であり

ます。その間違った事例をそのまままねて、無

駄の多いこの基本計画案をこのまま進めていこ

うと本気で思っているのでしょうか。 

  この基本計画案で全国あるいは海外から観光客

を呼び、リピート率につながるのかと考え立っ

たときに、また来てみたいと思う魅力はどこに

描かれているのでしょうか。この計画を示され

たとき、私は正直愕然といたしました。 

  これまで私自身も、全国の道の駅などは議会、

会派視察を含めて数多く見て学んでまいりまし

た。その中でも、成功事例、失敗事例を学んで

きたことに照らし合わせてみても、このままこ

の計画を進めれば間違いなくこの米沢の道の駅

は失敗するに違いないと思えてなりません。こ

れまで検討委員会を構成し、そこで示された提

言等を最終的に当局内で審議が図られ決定され

てきたとするならば、失礼ながら、米沢市当局

の能力が問われ、疑われる結果につながるもの

と思えてならないのであります。もちろん国の

審査においても期待外れと思われ、他の地域と

遜色ない計画案にすぎないと感じ取られること

は、我々全ての議員が感じていると私は思って

おります。 

  改めて確認をさせていただきますが、最終決定

を下したのは紛れもなく市長であるでしょうか

ら、新文化複合施設のように収益を生まない、

ただつくればいいというような安易な公共施設

は、これからの時代、二度とつくってはならな

いのであります。具体的に、この計画案の中身

について市長にお答えをいただきたいと思うの

であります。 

  まず、総事業費に対する費用対効果は、代表質

問で答弁があったように年間48万人、売り上げ

を５億円と示されておりますが、何を基準に予

測されての数値なのか。年間の入り込み客数も

48万人と予測をなされていましたが、余りにも

少ない利用客だと私は捉えました。なぜならば、

米沢市内の民間のコンビニ１日当たり24時間営

業の入り込み客数と遜色ない数値を打ち出され

ているからであります。その根拠にはどのよう

な要因があり、どのような数値ではじき出され

たものなのか。分野別に交通車両の分析は行わ

れてきたのか。オール米沢と掲げた以上、置賜

３市５町の市町との連携策はどのような施策が

打ち出され、他市町からの意見はどのような要

望事項があったのか。どのように集約されてき

たのか。 

  責任者でもある市長に、米沢市の将来を考えた

上で国の地方創生という施策をどこまで理解を

されて、国へ出向いてどなたと意見を交わされ、

これからの地方自治体が行うべき政策、この道

の駅基本計画案を決断された経緯を含めて、ぜ

ひ空想論のない御答弁を御期待申し上げ、壇上

からの質問といたします。 

○島軒純一議長 安部市長。 

  〔安部三十郎市長登壇〕 

○安部三十郎市長 ただいまの木村芳浩議員の御質

問にお答えをいたします。 

  初めに、道の駅の費用対効果についてお答えを

いたします。 

  現段階ではおおむねの事業費を15億円前後と試

算しておりますが、年間の売り上げの想定額５

億円に加え、市内への観光客を初めとして立ち
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寄り者の増加や農業生産等の増加、新たな雇用

の発生等の効果が見込まれますので、十分に費

用対効果のある事業だというふうに考えており

ます。 

  年間の入り込み数の見込みにつきましては、さ

きの市政クラブの髙橋義和議員の代表質問でも

お答えしましたが、東北中央自動車道の将来予

測交通量から48万人と想定しています。 

  入り込み数の内訳につきましては、おおむね次

のように算出しております。首都圏や仙台圏な

どの県外から県内各地に向かう方を初め、庄内

地方等の県内各地から首都圏等へ向かう方等、

東北中央自動車道の利用者については、小型車

が17万1,000人、大型バスが２万6,000人、大型

貨物車が２万8,000人としております。また、国

道13号及び主要地方道米沢高畠線の予想交通量

から、小型車が約７万8,000人、大型バスが１万

3,000人、大型貨物が7,000人としております。

また、観光客として10万3,000人、市民や近隣市

町の住民の農産物の購入やイベント等での入り

込み数を５万5,000人と見込んでおります。 

  以上を集約しますと、市内観光客を一部含む一

般の通過者が約25万人、その他の市内観光客が

10万3,000人、観光バス等の大型バスが３万

9,000人、長距離トラック等が３万5,000人、市

民及び近隣住民が５万5,000人となります。 

  置賜３市５町の連携につきましては、基本計画

にも記載しているとおり置賜全域から農作物等

を集荷する体制を構築したいと考えており、現

在、農業団体と調整を行っているところです。

また、イベントの開催や道の駅間での情報共有

など、各市町の観光協会とさまざまな連携を考

えています。 

  最後に、この道の駅を誰と相談して計画をつく

ったのかという話でありますが、県、国と何度

も協議をしながらこの計画に至っていることを

お話をいたします。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） まずは御答弁ありがとう

ございました。 

  一番初めにちょっと確認をさせていただきたい

と思っているのは、いわゆる今回の代表質問で

も一新会の海老名代表からも御質問があったよ

うに、これまで従来どおりのいわゆるサービス

エリア的なトイレに立ち寄る感じの道の駅なの

か、あるいは今、時代がどの都道府県でもいわ

ゆる昔ながらに国道に設置された本当に観光誘

客とドライバーを集約するための道の駅を目指

していくのか。まずこちら、どちらの方向を考

えていらっしゃいますか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 両方とも考えておるわけで

すが、基本的にはゲートウエー型で、観光誘客

も含めまして考えているところでございます。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） これ48万人という一つの

集客見込みを出していただいたんですが、これ

実質１日当たりにすると1,315人なんですね。こ

の1,315人が１日大体1,000円前後お金を落とし

ていただければ、単純に131万5,000円になる。

実質これにかわる経費等々を引けば大体４割近

い70万円ぐらいの１日の収益になっていくのか

なという数字が見えるんです。 

  しかし、今回出されたこの基本計画案を見ます

と、この収益をどうやって上げていくのかなと

全く想像がつきません。何度も代表質問で出て

いるように、築山の必要性であったり、イベン

ト広場、噴水の必要性。これで収益性がとれる。

ましてやこのスペースだけでも6,000平米使って

いる。駐車場と900平米しか変わらない。無駄で

ありませんか、このスペースが。 

  だとするならば、こういうものをまず設計に当

たる前の基本構想においても絶対的に必要にな

ってくるのは、この全体的な部分をどういうふ

うな道の駅にしていくかというトータルコーデ

ィネーターが必要だと思うのです。そして、そ
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こで収益を得るためのファイナンシャルコーデ

ィネーター、そして最終的なエリア全体のイノ

ベーションを組織する体制づくり、これがいわ

ゆる第三セクターになっていくのではありませ

んか。このエリアコーディネーター、いわゆる

ファイナンシャルアドバイザー、トータルコー

ディネーター、こういった方は実際に今、米沢

でお願いをしているんですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 専門的なアドバイザーにつ

いては、活用については現時点では具体的な計

画ございませんが、今後、事業を進めるに当た

って専門の方々からさまざまなアドバイスをい

ただく機会を設けていきたいというふうに考え

ております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 遅いんですね、それでは。

いわゆる全国のテーマパークと言われる、例え

ば有名なところで言えば東京ディズニーランド、

大阪で言えばＵＳＪ、ありますね。あそことい

うのは、決められたコンセプト、目的をしっか

りと掲げているから全国、世界から人が集まる

んです。そこには必ずこういったトータルコー

ディネーターがいらっしゃいます。ファイナン

シャルアドバイザーもいらっしゃるんです。銀

行のほうから派遣をしていただいて。そうした

方々です。今、地方の道の駅ももうそういった

方々、プロ中のプロを呼んでこういった基本計

画から参画をいただいて、この雪国米沢でどう

いったものをつくっていけば間違いなく集客が

呼べるんだという道筋がしっかりと組み立てら

れるんです。 

  それが、地域の方々、ある専門員だけを呼んで

皆さん方で頭を並べて県と国で話し合ったとい

っても、一定の基準しか多分出ないと思うんで

す。米沢らしさのじゃあ魅力というのは何なん

ですか。米沢がこの道の駅が発信していくもの

というのは、情報だったり、総合観光案内だっ

たり、この基本コンセプトに皆さん載せている

ではありませんか。そうですよね。この目的が

しっかり決められているのであれば、これにの

っとってこの道の駅をどうしていくかという発

想に立たないとおかしいのではありませんか。

どうですか、その辺に関しては。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 基本コンセプトの表現につ

きましては、今回、重点道の駅に選ばれたこと

もあって、地域性を出す特色を持った形で発揮

をしていくというふうには意識しております。

内部でもこれから行う設計においてさまざまな

工夫をしてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 実際に例えば今回パース

を出されていますけれども、海老名議員も大き

いのを、今回私もちょっとつくらせて、このパ

ース図だってそうですよ。実際に本当にこの設

計のまま進めていいのか。今後これをやりたい、

あれをやってみようといったときに、この中に

入っていくんでしょうか。これを決める前にそ

ういった中身もしっかりと決めていく必要性が

あるのではないですか。 

  なおかつ、今回のいわゆる築山だったりイベン

ト広場だったり。イベントできるところなんて

米沢市にはもっとたくさんありますよ。西條天

満公園をもっと使ったらいいじゃありませんか。

そういうことではないはずです。例えば米沢の

ＡＢＣと言われるもののコンセプトもほとんど

入っていません。だとするならば、この築山や

噴水、イベント広場なんてつくらないで、そこ

に例えば全国初の道の駅牧場をつくってみたり、

週に１回米沢牛をそこで見せればいいんです。

あるいは生けすをつくってそこに米沢鯉を放し

て、来ていただいた方々にその場で鯉のあらい

を食っていただく。それが特色になるのじゃあ

りませんか。リンゴにしてみれば、スイーツや
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ジャム、そういったものの加工品をつくって年

間通して売れる。そういったものを基本ベース

にして米沢らしさを売っていく。そして町なか

に誘導動線を引いていく。こういうしっかりと

したものが全く見えないんです。違いますか。 

  例えば、今、インバウンドで外国人観光者、

先々週あたりも中国が旧暦を迎えて日本に相当

数の観光客が来ていました。これは東京の秋葉

原、いわゆる電化製品を求める観光客と、それ

から日本の富士、奈良、京都、歴史を回る観光

客、これ今はっきり二分をしているんです。例

えば京都なんかを見ますと、清水寺から八坂神

社までおりてくるところに長い小路があります。

小さなお店がいろいろ並んで毎日にぎわってい

ます。米沢もそういった観点で、例えば城下町

という観点で考えれば、この道の駅のエリアの

中に小路をつくってみたらいかがですか。小さ

な20店舗ぐらい、１店舗10平米ぐらいの。それ

を民間の方々に貸すんです。賃貸をするんです。

家賃を取るんです。そういう方々は自分の会社

でつくったものを発信していきたい。自動的に

この道の駅には人が集まってくる。さまざまな

魅力がふえる。そうすると、そういった方々は

そのテナントを借りて、例えば５万円とか６万

円を月もらいますよ。それも収益になります。

しかし、そういった方々がみずから借金をして、

設備投資をして、商売でもうけよう。個々に発

信できる民間のパワーがつながっていくとは思

いませんか。 

  公設民営、いわゆる第三セクターをつくったと

しても、皆さん方も例えば同じだと思います。

自分で借金をして出店したわけでもない、ただ

雇用されてそこで給料をもらうだけ。やる気が

出ますかね、道の駅全体に。だから、そのため

にはプロデューサーも必要だしディレクターも

必要だし、そこで販売するプレーヤーも必要な

んです。そういったことを本当はこの基本計画

に載ってこなければいけないんです。いかがで

すか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 今、御提言をいただきまし

たいろいろな案につきましては、運営会社も今

後設立していくわけでございますので、その運

営会社ともかかわる部分でいろいろな計画がで

きると思っております。これからその運営会社

とも検討しながら、発想を転換していきたいと

いうふうに考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） いや、ちょっとその運営

会社わかりませんけれども、その運営会社とい

うのはそういうふうなちゃんとしたプロジェク

トをしっかり持っている会社なんですか。何か

そういうふうな方がもう既にいらっしゃるんで

すか、その運営会社というのは。その運営会社

はいわゆる第三セクターをお任せする会社なん

でしょう。ちなみに、どういう会社の方を想定

されているんですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 まだ現在、運営会社設立ま

では至っていないわけですが、検討課題として

は若手の社長さんたちグループを先頭にいろい

ろな議論をしていただいておりますので、そう

いう方々がメーンになろうかなと思っていると

ころでございます。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） ちょっとそれは空想論な

のかなと思ってあれですが、どなたがなるにし

ても今申し上げてきたようなしっかりとしたビ

ジョンがないと、つまりこういう道の駅等とい

うのはやはり主体的であって戦略的な仕組みを

しっかりつくっていかなければならない。それ

が一番最初の素案の部分で、我々議会でこれか

ら予算をつけていくわけですね。27年度も4,190

万円ですか、予算計上なっていますよ。その予

算は何のためにということになっていくんです。

我々はその中身もないものに対して議決するこ
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とはできませんよ。市長、違いますか。中身が

伴っていない。いや、これから考えていくんだ、

これから中身を検討していくんだ、皆さんから

要望もらって。だって、来週また市政協議会で

我々にこの説明をするんですよね。こんな短時

間で我々に、今、これだけ代表質問、私も含め

て４名ないし５名の方が提案をしました。でき

ますか、来週まで。そんなに簡単にできるんで

すか。プロ中のプロでも３カ月はかかると言わ

れるんですよ。先ほど申し上げた東京ディズニ

ーランドを運営するトータルコーディネーター

なんていうのは、３年後のことを今から始めて

いるんです。イベントを。規模が違うとはいえ、

目的とコンセプトがしっかりとしたものがあれ

ばもう描かなければならないのです。だから、

私は、東北中央自動車道の開通にあわせてこれ

を早急につくりたい、その思いは多分市民、県

民ともに一緒だと思います。しかし、中身が伴

わないままに計画を進めてしまったら必ず失敗

するということなんです。コンセプトも目的も

ない、どういった人たちをターゲットにするの

か。ただ仕事で通る大型トラック、個人の営業

マン、そういった方々だけなのか。いわゆる観

光に重点を置いていかないのか。先ほど聞いた

ら、10万3,000人ですよ。観光客。市長おっしゃ

いましたね。今、10万3,000人。そんなものなん

ですかね、この道の駅というのは。 

  だから、それだけ重要視されてこの整備が米沢

市として進められているかということです、今

問われているのは。ここをしっかりと考えてい

くべきと思いますが、来週になんか多分説明な

んかできませんよ。また議会から皆さんに突っ

込まれますよ、このままでいったら。この計画

のままでいったら。なおかつ、このパースだっ

て夏場のパースでしょう。雪が降りしきって雪

が積もっている現況をどう説明するんですか。

雪バージョンを出してください、これの。冬バ

ージョン。どこにどういうふうになって、どこ

にこの築山に雪が押されていくのか。違います

か。だから、雪を活用する道の駅、こういう発

想も必要なんですよ。だって、米沢には雪灯篭

まつりがあるじゃありませんか。違いますか。

そういう意味合いのもとで、雪灯篭まつりにお

客さんを呼ぶための戦略でここにある雪を活用

してということも私は考えていくべきだと思う

んです。 

  それから、今お話を聞いてちょっとがっかりは

しましたけれども、この完成後のその先の第２

のビジョンを持ち合わせていらっしゃいますか、

その辺をお聞かせください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 現時点では、経営が軌道に

乗った時点で第２、第３ビジョンというふうに

拡大していきたいというふうに考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 実は、これ大体大都会で

さまざまなテーマパーク、人を呼び寄せるアミ

ューズメントのパークがさまざまありますけれ

ども、そういうところというのは、もうこれが

例えばオープンしたときには次の第２のテーマ

を考えているんです。こういう地方の道の駅と

いうのは、多分１年が勝負ですよ。最初の１年

が。私は１年で決まると思います。あそこに行

けば、これがある。これを見るために、あそこ

に行く。そういうものを確立しないといけない

んです。極端な話、この道の駅の一番東側の建

物のところに上杉鷹山公の銅像を30メートルぐ

らいのをどんと建ててみなさいよ。高速からも

見える。あれ、何だと。これも一つのインパク

トですよ。違いますか。見せることと伝えてい

くこととさまざま考えていかなければならない

と思います。 

  そして、やはりこの道の駅に大切なのは、情報

発信をしっかりと行うＩＴ部隊と、それから６

次産業化でこの地産地消のものを加工されてど

んどん売っていく外販部隊、それから道の駅の
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中で活躍してもらう道の駅部隊、こういう３つ

の形成というものが必要だと思います。その辺

はいかがですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 市政協議会でも御説明申し

上げたとおり、議員もお述べのとおり重点機能

というものは３つございまして、やはりゲート

ウエーの道の駅ということと文化を生かしてお

もてなしをする居心地がよい道の駅、そして地

域産業を振興し地域の元気をつくる道の駅とい

うコンセプトのもと道の駅をつくってまいりた

いというふうに考えております。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 部長、ゲートウエーとい

うのはいわゆる高速道路が主になるわけです。

車、例えば観光バス、さまざまな自家用車を含

めた方々がいわゆる主になるんだということで

あります。 

  では、インバウンドの場合はどういうふうに動

線を引いていくんですか。外国人観光客をどう

いうふうな形でこの米沢に持ってこようという

考えをお持ちなんですか、お聞かせください。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 いろいろな通信施設ござい

ますけれども、さきの議会でもお話ししたとお

り、Ｗｉ－Ｆｉとかいろいろなつてをつけて誘

導していきたいというふうに思います。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） 恐らくＷｉ－Ｆｉ設備な

んていうのはもうそんなに必要ありませんよ。

我々ももうスマートフォンを使って歩いていま

すけれども、大体拾います。そんなにこだわっ

ていませんよ、外国人は。だって、Ｗｉ－Ｆｉ

を使えないからの前に、言葉しゃべれないんで

す。日本語を流暢に。けれども、なぜそういう

ふうに旅行したり、観光に来るかということな

んです。魅力ですよ。これを見なければならな

いという魅力がなければ来ないんです。魅力づ

くりなんです、だから。来てみたい。行ってみ

たい。でも、残念ながら、日本人の国内旅行の

消費率というのはどんどん年々下がっています

ね。東北においても全国で一番東北地方では国

内旅行に対するお金のかけられる特に若い世代

なんていうのは、今、携帯電話やパソコンやソ

ーシャルネットワークにお金を使ってしまって、

こういったやはり観光というものに目線を向け

る人たち、若い人たちが少なくなっている。こ

ういうようにも言われています。ただ、そうい

うふうな若い人たちも呼び込める、外国からも

しっかりと観光客を呼び込める。やはり旅行を

楽しみにしている高齢者の方々、さまざまな

方々をあそこに行ってみようよと言わせるぐら

いのものをしっかりつくっていかないと、その

ためにはやはりこの基本計画の中身をもう一度

早急に検討していただいて、来週もし出るので

あればそのときに改めて詳しくもう一度質問さ

せていただきたいなと思います。 

  それでは、最後ですが、いわゆるあそこの土地

に道の駅ができる場合には、今お話あったよう

に、先ほどもほかの議員のほうからも出ました

けれども、例えばガソリンスタンドの整備であ

るとか、いわゆるコンビニの設置であるとか、

レンタカー、レンタサイクル、こういったもの

も考えてありません。ここにカフェレストラン

がありますけれども、このカフェレストランと

いうのは24時間で考えているんですか。それと

も、ほかの道の駅のように、大体８時ぐらいに

閉めて飲食はあとは自動販売機しかありません

よという体制をとるのか、その辺はいかがなん

ですか。 

○島軒純一議長 夛田産業部長。 

○夛田美佐雄産業部長 24時間体制では考えてござ

いません。８時間帯で考えているところでござ

います。 

○島軒純一議長 木村芳浩議員。 

○１番（木村芳浩議員） そういったところも含め
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て来週再度出していただくことをお願い申し上

げて、終わります。 

○島軒純一議長 以上で１番木村芳浩議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○島軒純一議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

  午後 ３時１０分 散  会 

 


